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図6─1　本図　呉服町　普化僧

図6─2　『雑志』　呉服町　普化僧

図6─3　「徳川別本」　呉服町　普化僧

薄田大輔　狩野惟信筆「戸山荘八景図巻」について─江戸狩野派の庭園図表現─

図1　狩野惟信筆「戸山荘八景図巻」第一図　大原 部分　徳川美術館蔵

図2　同上　第三図　御泉水 部分

図4　同上　第八図　弁天堂 部分
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は　

じ　

め　

に

江
戸
時
代
、
尾
張
徳
川
家
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
名
古
屋
で
は
、
名
古
屋
東
照
宮

の
東
照
宮
祭
、
天
王
社
の
天
王
祭
、
若
宮
八
幡
社
の
若
宮
祭
が
名
古
屋
三
大
祭
と
呼
ば

れ
、
大
い
に
賑
わ
い
を
見
せ
た
。
な
か
で
も
東
照
宮
祭
は
、
名
古
屋
最
大
の
規
模
を
誇

り
、
戦
前
ま
で
は
「
名
古
屋
祭
」
と
言
え
ば
こ
の
東
照
宮
祭
を
指
し
た
と
い
う
。
東
照

宮
祭
は
、
そ
の
名
の
通
り
東
照
宮
す
な
わ
ち
東
照
大
権
現
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
徳

川
家
康
を
祀
る
祭
礼
で
、『
尾
藩
世
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
元
和
四
年（
一
六
一
八
）四
月

十
七
日
の
家
康
の
三
回
忌
に
、
家
康
の
九
男
で
尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
称

す
る
）の
初
代
と
な
っ
た
徳
川
義
直
が
大
祭
を
行
っ
た
の
を
嚆
矢
と
す
る
。
以
後
、
藩
を

あ
げ
て
旧
暦
四
月
十
六
日
・
十
七
日
を
例
祭
日
と
し
て
毎
年
行
わ
れ
た
。
家
康
の
命
日

に
当
た
る
十
七
日
に
は
神
輿
三
基
の
渡
御
が
行
わ
れ
、
三
之
丸
の
東
照
宮
か
ら
城
下
・

末
広
町
の
御
旅
所
ま
で
を
、
神
輿
に
伴
い
藩
士
・
神
官
・
僧
侶
の
み
な
ら
ず
城
下
の
町

民
が
練
り
歩
く
華
麗
な
祭
礼
行
列
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
祭
礼
行
列
は

明
治
維
新
の
後
に
は
一
時
中
断
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
名
古
屋
の
街
並
み
と
と
も
に
当

時
祭
礼
に
出
さ
れ
て
い
た
山
車
九
輌
す
べ
て
が
焼
失
し
、
華
や
か
な
祭
礼
行
列
は
完
全

に
途
絶
し
た
。

往
時
の
祭
礼
行
列
を
描
い
た
絵
画
作
例
は
、『
張
州
雑
志
』（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）を

は
じ
め
森も

り

高た
か

雅ま
さ

筆
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）な
ど
複
数
が
知
ら
れ

る
が
、
そ
の
製
作
期
は
三
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
る
祭
礼
の
歴
史
の
う
ち
、
後
半
に
当
た

（
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
四

る
江
戸
中
後
期
以
降
で
あ
る
。

本
稿
で
紹
介
す
る
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」（
個
人
蔵
、
以
下
「
本
図
」
と
略
称

す
る
）は
、
近
年
新
た
に
発
見
さ
れ
た
屏
風
で
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
で
平
成
二
十
五

年
六
月
一
日
か
ら
七
月
二
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
「
尾
張
名
古
屋
の
絵
師
た
ち
─
高

雅
・
清
を
中
心
に
─
」
展
で
初
公
開
さ
れ
た
。
本
図
は
そ
の
祭
礼
行
列
の
構
成
か
ら

十
七
世
紀
後
半
の
様
相
を
示
す
と
み
ら
れ
、
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
を
描
い
た
現
存
最
古

の
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
存
作
例
の
多
く
が
巻
子
装
や
冊
子
装
で
あ
る
の
に

対
し
、
本
図
は
屏
風
装
で
あ
る
点
も
珍
し
い
。

本
稿
で
は
、
本
図
の
紹
介
を
か
ね
て
、
描
か
れ
た
祭
礼
行
列
か
ら
行
列
の
年
代
お
よ

び
製
作
年
代
の
推
定
を
行
う
。
ま
た
本
図
は
伝
来
の
過
程
で
改
装
さ
れ
、
画
面
構
成
に

切
り
詰
め
と
錯
簡
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
た
め
、
製
作
当
初
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
復
元

的
考
察
を
行
い
、
本
図
の
特
質
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

一　

名
古
屋
東
照
宮
祭
礼

ま
ず
、
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼（
以
下
、「
本
祭
礼
」
と
略
称
す
る
）の
歴
史
と
次
第
を
、
諸

記
録
と
現
存
作
例
か
ら
確
認
し
て
い
く
。

（
一
）祭
礼
の
沿
革

元
和
五
年（
一
六
一
九
）九
月
十
六
日
、
名
古
屋
城
三
之
丸
に
家
康
を
祀
る
東
照
宮
の

社
殿
が
落
成
し
、
同
月
二
十
八
日
に
は
慈じ

眼げ
ん

大
師
天
海
を
導
師
と
し
て
正
遷
宮
が
行
わ

れ
た
。
祭
神
は
中
央
に
徳
川
家
康
、
左
に
日ひ

吉え

大
神（
山
王
権
現
）、
右
に
日
光
権
現
を

祀
っ
た
。
ま
た
、
天
台
宗
に
属
す
る
別
当
所
と
し
て
天
長
山
神
宮
寺
尊そ

ん
じ
ゅ
い
ん

寿
院（
以
下
、「
尊

寿
院
」
と
略
称
す
る
）が
設
け
ら
れ
、
日
光
山
輪
王
寺
門
跡
の
支
配
に
属
し
た
。
東
照
宮

別
当
は
社
家
の
上
に
位
し
、
東
照
宮
の
祭
祀
一
切
を
取
り
仕
切
っ
た
。
天
海
の
四
天
王

の
一
人
で
、
比
叡
山
日
増
院
よ
り
尾
張
の
密
蔵
院（
現
・
春
日
井
市
）に
移
り
、
両
院
を

兼
帯
し
て
い
た
上
乗
院
珍
祐
権
僧
正
が
義
直
の
信
任
を
受
け
、
初
代
別
当
職
に
就
き
、

以
後
、
尊
寿
院
は
密
蔵
院
の
住
職
が
代
々
別
当
を
兼
任
し
た
。
ま
た
、
同
年
に
は
神
輿

三
基
が
整
い
、
本
町
通
末
広
町（
現
・
名
古
屋
市
中
区
）に
御
旅
所（
別
当
寺 

帰
命
山
東
漸
寺
）

も
整
備
さ
れ
た
。

祭
礼
は
、
そ
の
前
年
、
徳
川
家
康
の
三
回
忌
に
当
た
る
元
和
四
年
に
始
ま
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
こ
の
時
は
法
会
を
中
心
と
し
た
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
毛

鎗 

十
筋
・
具
足
着 

十
人
・
下
七
間
町
の
雪
こ
が
し
の
警け
い

固ご

、
そ
し
て
神
輿
か
ら
成
る
、

ご
く
簡
素
な
行
列
を
も
っ
て
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
た
。

祭
礼
行
列
は
、
神
輿
の
ほ
か
に
、
当
初
は
名
古
屋
城
下
の
数
町
か
ら
出
さ
れ
た
「
警

固
」
と
呼
ば
れ
る
練
物（
趣
向
を
凝
ら
し
た
仮
装
行
列
の
一
種
、
以
下
、「
警
固
」
の
名
称
で

統
一
す
る
） 

の
み
が
伴
う
簡
単
な
行
列
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
各
町
か
ら
の
山
車
や
警

固
が
増
加
し
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
後
世
に
本
祭
礼
の
最
大
の
華
と
い
う
べ
き
存
在
と

な
っ
た
山
車
は
、
元
和
五
年
に
七
間
町
が
大
八
車
を
二
輌
組
み
合
わ
せ
西
行
桜
の
能
人

形
を
飾
っ
た
山
車
を
曳
き
出
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
こ
れ
が
人
気
を
得
た
た
め
、

次
の
年
に
は
弁
慶
と
牛
若
丸
が
立
ち
廻
り
を
演
ず
る
橋
弁
慶
の
山
車
と
な
っ
た
と
い

う
。
こ
の
弁
慶
、
牛
若
丸
が
後
に
工
夫
さ
れ
て
、
か
ら
く
り
仕
掛
け
で
動
く
人
形
と
な

る
と
、
他
町
も
こ
れ
を
ま
ね
て
次
々
と
競
い
、
か
ら
く
り
人
形
の
載
る
山
車
や
警
固
を

造
り
出
し
て
祭
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宝
永
四
年（
一
七
〇
七
）ま
で
に
は
山

車
九
輌
が
す
べ
て
登
場
し
、
こ
れ
に
加
え
て
各
町
が
繰
り
出
す
警
固
が
名
古
屋
の
本
町

通
り
を
練
り
歩
く
壮
大
な
行
列
が
完
成
し
た
。

な
お
、
本
祭
礼
の
山
車
は
、「
名
古
屋
型
」
と
呼
ば
れ
る
。
名
古
屋
型
は
二
層
構
造

で
一
木
四
輪
の
外
輪
、
唐
破
風
の
屋
根
を
細
い
四
本
柱
で
支
え
、
正
面
に
前
棚
と
称
す

（
3
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（
4
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
五

る
一
段
低
い
棚
を
持
つ
。
屋
根
の
下
の
舞
台
に
主
役
の
か
ら
く
り
人
形
、
前
棚
に
も

麾ざ
い
ふ
り振
な
ど
の
か
ら
く
り
人
形
が
置
か
れ
る
。
ま
た
山
車
の
両
側
に
は
車
輪
に
人
を
巻
き

込
ま
な
い
よ
う
に
、
輪
懸
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
と
並
行
し
て
梶
棒
が
付
け
ら
れ
る
。
二

層
目
の
高
欄
下
は
水
引
幕
で
覆
い
、
全
体
も
大
幕
で
覆
う
形
式
で
あ
る
。
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）に
桑
名
町
で
造
ら
れ
た
湯ゆ

取と
り

神み

子こ

車
が
こ
の
形
式
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て

い
る
。

尾
張
家
七
代
宗
春（
一
六
九
六
〜
一
七
六
四
）の
代
に
当
た
る
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）

に
は
、
祭
礼
の
行
列
は
六
千
八
百
人
を
超
え
、
第
一
次
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
続
く
八

代
宗
勝（
一
七
〇
五
〜
六
一
）の
元
文
四
年（
一
七
三
九
）に
倹
約
令
が
出
さ
れ
、
祭
礼
の
人

数
が
半
減
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
尾
張
家
十
代
斉な

り

朝と
も（

一
七
九
三
〜
一
八
五
〇
）と
い
う
、
お

祭
り
好
き
の
藩
主
の
出
現
も
あ
り
、
藩
の
主
導
に
よ
っ
て
祭
は
再
び
大
規
模
化
し
て
い

き
、
天
保
年
間（
一
八
三
〇
〜
四
四
）に
第
二
次
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
六
千
人
を
有
す
る
大

行
列
と
な
り
、
全
国
で
も
有
数
の
祭
礼
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
藩
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
た
本
祭
礼
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
一
時

中
断
し
、
明
治
九
年（
一
八
七
六
）に
は
名
古
屋
東
照
宮
も
三
之
丸
内
か
ら
郭
外
に
あ
っ

た
藩
校
の
明
倫
堂
跡
に
遷
座
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
東
照
宮
に
国
祖
で
あ
る

尾
張
家
初
代
義
直
の
神
霊
を
合
祀
し
た
の
を
機
と
し
て
明
治
十
四
年
に
祭
礼
が
再
興
さ

れ
る
と
、
新
し
い
警
固
で
の
行
列
が
始
め
ら
れ
、
往
時
の
華
や
か
さ
を
一
旦
は
取
り
戻

す
。
だ
が
、
昭
和
二
十
年（
一
九
四
五
）の
戦
災
で
山
車
九
輌
す
べ
て
が
焼
失
し
、
壮
大

華
麗
な
祭
礼
行
列
は
二
度
と
蘇
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
二
）祭
礼
の
次
第

尾
張
藩
士
・
高
力
猿
猴
庵（
種
信
／
一
七
五
六
〜
一
八
三
一
）の
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』

に
よ
れ
ば
、
祭
礼
は
四
月
初
め
に
祭
礼
の
車
元
が
囃
子
の
調
べ
、
人
形
の
か
ら
く
り
を

（
7
）

（
8
）

（
9
）

試
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
巾は
ば

下し
た

押
切
町
の
版
元
か
ら
祭
礼
の
絵
双

紙
を
売
り
歩
い
た
と
い
う
。
四
月
十
四
日
に
は
山
車
の
曳ひ

き

初ぞ
め

が
行
わ
れ
た
。
十
五
日
は

神
輿
三
基
が
祭
文
殿
に
渡
御
し
、
神
供
を
奉
る
。
十
六
日
に
は
早
朝
、
神
前
広
庭
に
舞

台
を
張
っ
て
東
照
宮
附
楽
人
に
よ
る
舞
楽
が
、
夜
に
は
仏
教
的
儀
礼
と
し
て
、
一い

っ
さ
ん山

衆し
ゅ
う
え会
に
よ
る
法ほ
っ
け華
懺せ
ん
ぼ
う法
と
三さ
ん
も
ん
い
っ
と
う

問
一
答
の
法
要
が
修
さ
れ
た
。
こ
の
日
は
町
人
の
参
詣
が

許
さ
れ
た
た
め
、
明
り
が
灯
さ
れ
た
東
照
宮
境
内
に
人
々
が
群
集
し
、
前
夜
祭
の
賑
わ

い
を
見
せ
た
。
ま
た
、
城
下
で
は
こ
の
日
、
警
固
の
足
揃
え
が
行
わ
れ
、
西
へ
東
へ
と

練
り
渡
る
警
固
が
実
に
壮
観
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
町
通
は
、
本
町
か
ら
末
広
町
ま
で

の
間
、
町
並
み
の
家
ご
と
に
竹
矢
来
を
一
様
に
結
び
、
町
家
は
諸
家
の
桟
敷
と
な
り
、

幕
や
屏
風
を
打
ち
廻
し
、
見
物
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
た
。

四
月
十
七
日
の
祭
礼
当
日
、
未
明
に
は
「
道
見
」
と
称
し
、
奉
行
所
の
役
人
が
騎
馬

で
、
神
輿
渡
御
の
道
筋
の
検
分
を
行
い
、
辻
々
に
御
目
付
衆
数
百
人
が
警
護
に
当
た

る
。
こ
の
朝
、
東
照
宮
で
は
法
華
懺
法
、
三
問
一
答
の
儀
、
舞
楽
が
行
わ
れ
、
卯
の
刻

（
午
前
六
時
頃
）に
装
束
を
身
に
つ
け
た
藩
主
も
し
く
は
そ
の
名
代
と
し
て
老
臣
の
一
行

が
華
麗
な
行
列
を
仕
立
て
て
参
向
し
た
。
続
い
て
、
罪
人
の
恩
赦
の
儀
が
あ
り
、
東
照

宮
の
楼
門
前
に
て
別
当
の
尊
寿
院
僧
正
に
よ
っ
て
大
赦
の
命
が
告
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
前
日
に
御み

園そ
の

御ご

門も
ん

桝ま
す

形が
た

に
こ
と
ご
と
く
集
結
し
た
山
車
は
、
十
七
日
の
寅
の

刻（
午
前
四
時
頃
）に
御
園
御
門
の
開
く
の
を
待
っ
て
三
之
丸
内
に
曳
き
込
ま
れ
た
。
山
車

を
は
じ
め
、
警
固
の
人
々
は
御
園
御
門
を
入
り
三
之
丸
西
土
井
筋
を
通
り
、
卯
の
刻（
午

前
六
時
頃
）に
内う
ち

片か
た

端は

に
揃
い
、
辰
の
上
刻（
午
前
七
時
頃
）に
車
を
曳
き
出
し
、
天
王
社
の

正
面
で
そ
れ
ぞ
れ
囃
子
と
人
形
の
か
ら
く
り
の
実
演
を
行
う
。
そ
の
後
、
市
中
へ
の
行

列
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
行
列
は
東
照
宮
よ
り
本
町
御
門
筋
を
通
り
、
本
町
御
門
よ
り

本
町
筋
へ
出
て
、
約
二
・
五
キ
ロ
の
道
筋
を
南
下
し
、
末
広
町
の
若
宮
八
幡
社（
現
・
名

古
屋
市
中
区
栄
）の
北
に
あ
る
御
旅
所
に
向
か
う（
表
1
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼 

巡
行
経
路
）。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
六

表1　名古屋東照宮祭礼 巡行経路

凡例：名古屋城下地図は『名古屋城下町復元プロジェクト報告書』（名古屋城下町調査実行委員会 平成19年3月28日）の「城下
町名古屋 早わかりマップ（18世紀後半～ 19世紀前半）を参考に作成した。

那
古
野
神
社

冨
沢
町



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
七

そ
の
後
、
御
旅
所
に
お
い
て
舞
楽
奉
奏
の
後
、
再
び
還
御
と
な
る
。
当
日
、
藩
主
も
在

国
の
と
き
は
上
覧
所
で
祭
礼
行
列
を
観
覧
し
た
。

祭
礼
行
列
の
構
成
や
順
序
を
記
す
諸
記
録
と
し
て
は
、
諸
本
や
諸
記
録
な
ど
の
引
用

を
ま
と
め
た
『
東
照
宮
御
神
事
記
』
や
小
寺
玉ぎ

ょ
く

晁ち
ょ
う（

一
八
〇
〇
〜
七
八
）の
蔵
書
で
あ
っ

た
『
御
祭
礼
全
書
』
等
が
あ
る
。
な
か
で
も
祭
礼
行
列
の
詳
細
な
順
番
を
記
す
最
も
古

い
記
録
は
、
諸
書
に
収
録
さ
れ
る
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）の
行
列
記
で
あ
る
。
前
年
の

慶
安
二
年
に
二
百
石
の
御
祭
礼
領
が
、
尾
張
藩
か
ら
町
中
へ
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、こ
の
頃
に
祭
礼
行
列
が
整
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。『
御
祭
礼
全
書
』に
は「
御

祭
礼
行（

マ
マ
）烈
改
、
警
固
相
増
、
此
時
ヨ
リ
先
駆
町
奉
行
二
人
・
後
殿
鉄
砲
弓
頭
二
人
・
各

騎
馬
ニ
テ
供
奉
、
自
此
至
爾
今
毎
歳
供
奉
姓
名
奥
ニ
記
ス
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
よ
り
警

固
が
増
え
、
町
奉
行
や
鉄
砲
・
弓
頭
が
供
奉
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
諸
書
に
異
同
は
あ

る
も
の
の
、『
御
祭
礼
旧
記
』
を
例
と
し
て
慶
安
三
年
時
の
祭
礼
行
列
の
基
本
構
成
は

お
お
よ
そ
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
馬
上
の
町
奉
行
に
始
ま
り
、
各
町
が
担
当
す
る
榊
・
獅
子
舞
・
山
車
の
巡

行
、
そ
し
て
茶
屋
家
に
よ
る
大
母ほ

衣ろ

が
登
場
す
る
と
、
惣
町
代
を
先
頭
に
各
町
さ
ま
ざ

ま
に
仮
装
を
凝
ら
し
た
警
固
の
行
列
が
続
く
。
十
二
町
が
担
当
す
る
具
足
着
幟
指
の
後

に
は
、
い
よ
い
よ
行
列
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
神
輿
の
登
場
と
な
る
。
神

主
と
神
馬
、
弓
・
長
刀
・
鉾
、
町
方
同
心
、
楽
を
奏
す
る
楽
人
の
後
に
続
い
て
、
東
照

宮
・
山
王
・
日
光
の
神
輿
三
基
の
渡
御
と
な
る
。
そ
の
後
は
別
当
を
中
心
と
す
る
行
列

で
、
大
童
子
・
小
童
子
・
小
結
の
後
に
尊
寿
院
別
当
の
乗
る
輿
、
そ
し
て
僧
侶
の
騎
馬

十
騎
、
同
じ
く
騎
馬
の
押
足
軽
頭
と
続
き
、
最
後
尾
は
町
方
同
心
で
列
は
終
わ
る
。

明
治
維
新
ま
で
、
お
お
か
た
の
行
列
の
順
序
と
基
本
構
成
は
大
き
く
改
変
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
町
方
か
ら
出
さ
れ
る
山
車
は
三
輌
か
ら
九
輌
に
増
え
、
ま
た
各
町

が
繰
り
出
す
警
固
の
趣
向
も
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
。
諸
記
録
に
よ
っ
て
、

（
10
）

（
11
）

（
12
）

祭
礼
行
列
の
山
車
や
警
固
の
変
更
が
判
明
す
る
の
で
、
こ
れ
を
年
表
に
ま
と
め
た（
表
2

「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
関
連
年
表
」）。

　
　
　

二
　
本
図
の
概
要
と
行
列
の
描
写
内
容

本
図
は
、
六
曲
一
双
屏
風
で
、
本
紙
部
分
は
金
箔
地
に
押
絵
貼
と
な
っ
て
い
る
。
本

紙
は
紙
本
金
雲
著
色
で
、
法
量
は
各
隻
縦
一
二
二
・
六
糎
、
横
三
一
一
・
四
糎
で
あ

り
、
各
扇
で
縦
に
五
紙
を
継
い
で
い
る（
図
1
・
2
）。
個
人
蔵
で
、
伝
来
の
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。

画
面
は
、
金
雲
と
金
霞
に
よ
り
左
右
隻
と
も
に
上
下
三
段
に
区
分
け
さ
れ
、
四
月

十
七
日
の
祭
礼
行
列
が
一
望
で
き
る
よ
う
描
か
れ
て
い
る
。
行
列
は
左
隻
の
下
段
の
左

を
先
頭
と
し
、
一
双
を
通
じ
て
右
へ
と
、
以
下
、
つ
づ
ら
折
り
に
上
の
段
へ
と
続
く
。

す
な
わ
ち
中
段
で
は
方
向
が
右
か
ら
左
へ
と
転
じ
て
、
上
段
で
は
再
び
行
列
は
左
か
ら

右
へ
と
向
き
が
変
わ
り
、
右
隻
上
段
の
右
を
最
後
尾
と
す
る
。
背
景
は
金
霞
の
み
で
、

描
写
内
容
と
し
て
は
行
列
を
主
体
と
し
、
名
古
屋
東
照
宮
や
本
町
御
門
、
本
町
通
り
の

街
並
み
、
御
旅
所
と
い
っ
た
場
所
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
建
造
物
は
一
切
描
か
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
行
列
の
前
景
と
し
て
金
雲
と
相
前
後
す
る
よ
う
な
恰
好
で
、
樹

木
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。
樹
種
は
松
や
竹
な
ど
常
緑
の
樹
木
が
占
め
る
な
か
で
、
右
隻

第
三
・
四
扇
に
わ
た
っ
て
、
紫
の
藤
の
花
が
描
か
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
季
節
感
が
表

出
さ
れ
て
い
る
。

本
図
の
行
列
に
は
、
十
二
枚
の
貼
札
が
貼
ら
れ
、
ま
た
貼
札
の
痕
跡
が
右
隻
に
九
か

所
、
左
隻
に
十
か
所
あ
る
。
貼
札
の
墨
書
を
、
行
列
の
順
に
み
て
い
く
と
「
町
ぶ
ぎ
や

う
」「
五
十
人
目
付
」「
御
さ
か
き
」「
上
ば
た
町
」「
長
ぢ
ゃ
町
」「
く
わ
な
町
」「
本
町
」「
ふ

し
み
町
」「
ご
ふ
く
町
」「
も
ろ
町
」「
い
づ
み
町
」「
ち
や
屋
町
」
と
な
る
。
最
初
の
三



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
八

和暦 西暦 事項

元和4 1618
4月17日、名古屋東照宮の法会始まる。
下七間町《雪こがし》を出す。

元和5 1619
9月16日、名古屋東照宮社殿落成。
下七間町《雪こがし》から【西行桜】へと変更。
神輿三基完成、御旅所造営。

元和6 1620 下七間町【西行桜】から【橋弁慶車】へ変更。
寛永元 1624 桑名町・西鍛冶町・桶屋町《ささら摺》を出す
寛永15 1638 諸町《鷹匠》始まる。

慶安3 1650 祭礼行列改まり、警固増える。※山車・警固については表2『祭礼旧記』の慶安3年の行列記
を参照。

承応元 1652 五条町・和泉町・上畠町【雷神車】新造。

万治元 1658
桑名町《ささら摺》から【湯取神子車】へ変更。
桶屋町・西鍛冶町《ささら摺》を《茸狩》に変更。
本町（上本町）《鯛釣》から【猩々車】へ変更。

万治2 1659 小牧町《草刈》を《弓持》に変更。

寛文元 1661
宮町《田植》を【石引車】に変更。
京町《長宮》から《金襴着禰宜》へ変更。

寛文12 1672 福井町・冨田町（本町4丁目）《鯛釣》から《小母衣》に変更。
元禄4 1691 伝馬町・駿河町《田植》を《官人》へ変更し、【梵天車】新造。
元禄15 1702 伝馬町・駿河町《官人》を《羽織着子供》へ変更。
元禄16 1703 長島町《空也上人鉢叩》を《頼光大江山入武者》へと変更。

宝永元 1704
中市場町《金襴着禰宜》から【石橋車】へ変更。
茶屋町《長刀指》を《唐人》へ変更。

宝永4 1707
京町《金襴着禰宜》を【小鍛冶車】へ変更。
宮町【石引車】から【竹生島車】へ変更。

享保2 1717 益屋町《鵜飼》を《小聖》へ変更。

享保17 1732
上長者町【道成寺車】から【二福神車】へ変更。
伝馬町【梵天車】から 【林和靖車】へ変更、駿河町《羽織着子供》を《若衆突袖》へと変更。
上七間町《小鳥落》から《寿老人唐子》へ変更。

享保18 1733
石町《鹿狩》を《狩場勢子》へ変更。
小桜町《雑色》を変更。し《素袍着》へと変更。

元文4 1739 倹約により、祭礼の人数を半減させる。

宝暦3 1753
小桜町《素袍着》から《業平東下》へ変更。
小市場町《川狩》から《羽織着》へ変更。

宝暦6 1756
宮町【竹生島車】を【唐子遊車】に変更。
常盤町《普化僧》を《頼朝八幡詣》へ変更。

宝暦13 1763 淀町、伏見町より分離し、《中巻》を《指南車》へ変更。

明和2 1765
桶屋町《茸狩》を《唐船に唐子遊び》へ変更。
関鍛冶町《山伏》を《布袋唐子》へ変更。

明和3 1766 上御園町・下御園町《刀指》から《葵祭御所車》へ変更。
明和5 1768 嶋田町《鉢叩》を《関羽》へ変更。
明和8 1771 瀬戸物町《汐汲》を《鵺退治頼政》へ変更。
明和年中 伊勢町《伊勢参宮》を《羽織着》へと変更。
安永2 1773 大津町《汐汲》を《六歌仙》へ変更。
安永3 1774 吉田町《川狩》を《住吉詣》へ変更。

表2　名古屋東照宮祭礼関連年表



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
九

枚
以
外
は
町
名
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
上
畠
町
」「
長
者
町
」「
桑
名
町
」「
本
町
」「
呉

服
町
」「
諸
町
」「
和
泉
町
」「
茶
屋
町
」
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
名
古
屋
の
城
下
に
属
す
町
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
神
輿
に
付
け
ら
れ
た
「
ち

や
屋
町
」
の
貼
札
だ
け
が
明
ら
か
に
貼
り
間
違
い
だ
が
、
ほ
か
は
正
し
く
貼
ら
れ
て
い

る
と
み
ら
れ
る
。
貼
札
に
加
え
て
祭
礼
に
関
す
る
諸
記
録
と
描
写
内
容
を
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
行
列
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
類
推
で
き
る
。

左
隻
左
下
よ
り
、
行
列
は
①
刺さ

す

股ま
た

持
に
始
ま
り
、
②
槍
持 

③
町
方
検
使
役 

④
町
方

足
軽 

⑤
町
奉
行（
馬
上
） 

⑥
五
十
人
目
付 

⑦
榊
と
続
く
。
右
隻
に
入
り
⑧
町
方
足
軽 

⑨

上
畠
町 

雷
神
車
⑩
長
者
町 

道
成
寺
車 

⑪
桑
名
町 

湯
立
神
子
車 

⑫
本
町 

猩
々
車 

⑬

下
七
間
町 

橋
弁
慶
車
と
五
輌
の
山
車
が
連
な
る
。
中
段
は
右
隻
右
か
ら
⑭
茶
屋
家
に

よ
る
母
衣
武
者
を
は
じ
め
、
以
下
各
町
か
ら
出
さ
れ
た
「
警
固
」
と
呼
ば
れ
る
仮
装
行

列
が
続
く
。
す
な
わ
ち
、
⑮
伏
見
町 

中
巻 

⑯
大
和
町 

唐
人 

⑰
惣
町
代 

⑱
小
桜
町 

雑

色 

⑲
福
井
町
・
冨
田
町 

小
母
衣 

⑳
上
御
園
町
・
中
御
園
町 

刀
差
子
供 

㉑
伊
勢
町 

参

宮 

㉒
呉
服
町 

普
化
僧
で
あ
る
。
左
隻
に
移
り
、
㉓
諸
町 

鷹
匠 

㉔
桶
屋
町
・
西
鍛
冶

町 

茸
狩 

㉕
石こ
く

町ち
ょ
う

 

鹿
狩 

㉖
伝
馬
町
・
駿
河
町 

田
植 

㉗
吉
田
町
・
小
市
場
町 

川
狩 

㉘

長
嶋
町
・
嶋
田
町 

鉢
叩 

㉙
練
屋
町 

比
丘
尼 

㉚
小
牧
町 

弓
持 

㉛
上
七
間
町 

小
鳥
落 

㉜
和
泉
町 

順
礼
の
警
固
で
あ
る
。
左
隻
上
段
か
ら
は
、
㉝
具
足
着
幟
指
の
警
固
に
次

い
で
、
㉞
上
下
着 

㉟
東
照
宮
神
主（
馬
上
） 

㊱
神
馬 

㊲
弓
持 

㊳
長
刀
持 

㊴
鉾
持 

㊵
矛

持 

㊶
楽
人 

㊷
御
同
朋 

㊸
町
代 

㊹
太
刀
持 

㊺
御
鷹 

㊻
御
幣
が
列
を
な
し
、
右
隻
に

移
っ
て
い
よ
い
よ
神
輿
の
登
場
と
な
る
。
ま
ず
、
㊼
御
旗
に
続
い
て
㊽
東
照
宮
神
輿
、

そ
し
て
㊾
太
刀
持 

㊿
小こ

結ゆ
い 

�
大だ
い

童ど
う

子じ

・
小し
ょ
う童
子
に
続
い
て
�
別
当
尊
寿
院
が
姿
を
現

す
。
そ
の
後
に
は
�
僧
騎
馬
が
続
き
、
�
御
先
手
足
軽 

�
太
刀
持 

�
御
幣 

�
御
旗
の

後
に
�
日
光
神
輿
が
登
場
す
る
と
、
�
御
先
手
足
軽
頭（
馬
上
）に
�
町
方
同
心
・
五
十

人
目
付
を
最
後
尾
と
し
て
行
列
は
終
わ
る（
挿
図
1
・
2
）。

天明4 1784
上御園町、牛車を廃し、《勅使》へ変更。
下御園町、上御園町と分離し《刀指》を単独で行う。
桶屋町、舟を廃し、《唐人》のみとする。

天明5 1785 関鍛冶町《布袋唐子》を布袋車を止め、《唐子》へ変更。
寛政7 1795 上御園町《勅使》から《刀指》へ戻す。
寛政8 1796 両替町《高野聖》を《武者》へ変更。
寛政9 1797 吉田町《住吉詣》を《刀指》へと変更。
享和2 1802 大津町《六歌仙》を《鹿狩（鉄砲持）》へ変更。
文化8 1811 益屋町《高野聖（小聖)》を《大峯入》へ変更。
文政4 1821 「名古屋東照宮祭礼図巻」製作を森高雅に下命。
文政5 1822 「名古屋東照宮祭礼図巻」完成。

元治元 1864
駿河町、伝馬町と分離し、《曽我兄弟狩場》を出す。
両替町《武者》を《犬追物》へ変更。

明治初年 明治維新で祭礼一時中断。
明治9 1876 10月5日　旧明倫堂の地へ東照宮遷座。
明治14 1881 神事再興、山車および警固の再設。
大正元 1912 祭礼6月1日となる。
昭和20 1945 戦災により、九輌の山車が焼失。

凡例：【　】は山車、　《　》は警固を示す。
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行
列
の
内
訳
を
推
定
す
る
根
拠
と
し
た
の
は
、『
御
祭
礼
旧
記
』
を
は
じ
め
『
東
照

宮
御
神
事
記
』・『
御
祭
礼
全
書
』・
高
力
猿
猴
庵
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』
と
い
っ
た

諸
記
録
や
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」
等
の
絵
画
類
で
あ
る
。
以
下
、
諸
記
録
や
諸

作
例
を
左
記
に
挙
げ
、
本
図
と
記
録
を
比
較
し
つ
つ
、
本
図
の
祭
礼
行
列
の
構
成
要
素

を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
描
写
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
固
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、
衣

装
や
作
り
物
・
持
ち
物
等
、
既
知
の
作
例
と
は
差
異
が
あ
る
た
め
、
な
る
べ
く
詳
述
す

る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
名
称
は
な
る
べ
く
年
代
的
に
近
い
諸
記
録
に
倣
っ
た
。

Ⓐ『
御
祭
礼
旧
記
』

　
　

福
原
敏
男
氏
架
蔵
本
。「
安
永
七
年（
一
七
七
八
）戊
戌
五
月
十
二
日
写
之 

青
山
善

右
衛
門
」
と
あ
る
が
、内
容
と
し
て
は
天
明
五
年（
一
七
八
五
）ま
で
の
記
載
が
あ
る
。

慶
安
三
年
、
延
享
二
年（
一
七
四
五
）の
行
列
記
、
祭
礼
の
編
年
を
記
す
。
以
下
、『
旧

記
』
と
略
称
す
る
。

Ⓑ『
東
照
宮
御
神
事
記
』

　
　

中
村
家
旧
蔵
。
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
。
慶
応
元
年（
一
八
六
五
）頃
成
立
。
慶
安

三
年（
一
六
五
〇
）、
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）、
慶
応
元
年
の
行
列
記
を
載
せ
る
。
以

下
、『
神
事
記
』
と
略
称
す
る
。

Ⓒ『
御
祭
礼
全
書
』

　
　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
。
名
古
屋
の
記
録
魔
の
一
人
小
寺
玉
晁
の
蔵
書
本
。
明
治

十
五
年（
一
八
八
二
）頃
成
立
。
慶
安
三
年
の
行
列
記
の
ほ
か
、祭
礼
状
況
を
三
段
に
分

け
、
詳
述
す
る
。
す
な
わ
ち
上
段
に
享
保
十
八
年
か
ら
元
文
三
年（
一
七
三
八
）ま
で
、

中
段
に
元
文
四
年
に
行
列
を
半
減
さ
れ
て
か
ら
以
降
の
行
列
の
状
況
を
順
に
従
っ
て

列
記
し
、
下
段
に
は
上
中
二
段
の
行
列
に
該
当
す
る
各
役
や
町
内
の
練
物
な
ど
の
来

歴
を
記
す
。
以
下
、『
全
書
』
と
略
称
す
る
。

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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て
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一

挿図1　本図　右隻

上段　㊼御旗 ㊽東照宮神輿 ㊾太刀持 ㊿小結 �大童子・小童子 �別当尊寿院 �僧騎馬 �御先手足軽 �太刀持
�御幣 �御旗 �日光神輿 �御先手足軽頭（馬上） �町方同心・五十人目付

中段　⑭茶屋家 母衣武者 ⑮伏見町 中巻 ⑯大和町 唐人 ⑰惣町代 ⑱小桜町 雑色 ⑲福井町・冨田町 小母衣
⑳上御園町・中御園町 刀差子供 ㉑伊勢町 参宮 ㉒呉服町 普化僧

下段　⑧町方足軽 ⑨上畠町 雷神車⑩長者町 道成寺車 ⑪桑名町 湯立神子車 ⑫本町 猩々車 ⑬下七間町 橋弁慶車

⑳
⑲ ⑱

⑰
⑯ ⑮

⑭

⑬
⑫⑪⑩⑨

⑧

㉒ ㉑















挿図2　本図　左隻

上段　㉝具足着幟指 ㉞上下着 ㉟東照宮神主（馬上） ㊱神馬 ㊲弓持 ㊳長刀持 ㊴鉾持 ㊵矛持 ㊶楽人 ㊷御同朋 ㊸町代
㊹太刀持 ㊺御鷹 ㊻御幣 

中段　㉓諸町 鷹狩 ㉔桶屋町・西鍛冶町 茸狩 ㉕石町 鹿狩 ㉖伝馬町・駿河町 田植 ㉗吉田町・小市場町 川狩
㉘長嶋町・嶋田町 鉢叩 ㉙練屋町 比丘尼 ㉚小牧町 弓持 ㉛上七間町 小鳥落 ㉜和泉町 順礼

下段　①刺股持 ②槍持 ③町方検使役 ④町方足軽 ⑤町奉行（騎馬） ⑥五十人目付 ⑦榊

⑦
⑥⑤

④
③②①
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
二

Ⓓ
高
力
猿
猴
庵
著
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』

　
　

東
洋
文
庫
蔵
。
名
古
屋
の
記
録
魔
の
一
人
高
力
猿
猴
庵
に
よ
る
著
述
。
日
付
順
で

祭
礼
の
次
第
を
記
す
と
と
も
に
、
山
車
や
警
固
の
来
歴
を
詳
述
す
る
。
以
下
、『
行

事
絵
抄
』
と
略
称
す
る
。

Ⓔ
伊
勢
門
水
著
『
名
古
屋
祭
』

　
　

名
古
屋
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
・
伊
勢
門
水（
七
代
目
水
野
宇
右
衛
門
／
一
八
五
九
〜

一
九
三
二
）が
、
本
祭
礼
を
は
じ
め
名
古
屋
周
辺
の
祭
に
つ
い
て
考
察
し
た
著
作
で
あ

る
。
町
単
位
で
祭
礼
状
況
を
詳
述
し
、
慶
応
元
年
と
明
治
二
十
五
年
の
行
列
記
を
載

せ
る
。

Ⓕ
内
藤
正
参
編
著
『
張
州
雑
志
』

　
　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
。
尾
張
藩
士
の
内
藤
正
参（
東
甫
／
一
七
二
八
〜
八
八
）編

著
。
寛
政
元
年（
一
七
八
九
）序
。
百
巻
の
内
巻
二
十
〜
二
十
三
に
本
祭
礼
が
採
り
上

げ
ら
れ
、
行
列
が
描
か
れ
る
。
行
列
の
年
代
は
宝
暦
六
年
〜
十
二
年（
一
七
五
六
〜

六
二
）と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、『
雑
志
』
と
略
称
す
る
。

Ⓖ「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」
四
巻

　
　

徳
川
美
術
館
蔵
。
作
者
不
明
。
行
列
の
年
代
は
安
永
三
年
〜
天
明
三
年（
一
七
七
四

〜
八
三
）と
考
え
ら
れ
る
が
、
所
々
、
貼
紙
を
附
し
て
警
固
に
つ
い
て
変
更
点
な
ど

の
注
記
が
あ
る
。
以
下
、「
徳
川
別
本
」
と
略
称
す
る
。

Ⓗ
森
高
雅
筆
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」
九
巻

　
　

徳
川
美
術
館
蔵
。
森
高
雅（
一
七
九
二
〜
一
八
六
四
）が
尾
張
家
十
代
斉
朝
へ
の
献
上

本
と
し
て
製
作
。
九
巻
本
の
う
ち
総
巻
は
、
東
照
宮
か
ら
本
町
御
門
を
抜
け
て
本
町

通
を
御
旅
所
ま
で
進
む
祭
礼
行
列
を
背
景
と
と
も
に
描
く
。
残
る
八
巻
は
行
列
の
み

を
描
く
。
文
政
五
年（
一
八
二
二
）製
作
。
以
下
、「
高
雅
本
」
と
略
称
す
る
。

（
17
）

（
18
）

（
19
）

ま
た
、
推
定
の
根
拠
と
し
て
、
Ⓐ
『
旧
記
』
慶
安
三
年
の
行
列
記
、
Ⓑ
『
神
事
記
』

の
享
保
十
八
年
の
行
列
記
、
Ⓕ
『
雑
志
』
の
行
列
の
墨
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
列
の
順
に

従
っ
て
表
に
ま
と
め
、
本
図
の
行
列
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
た（
表
3
「
名
古
屋
東
照

宮
祭
礼
行
列
記
対
照
表
」）。

① 

刺
股
持
・
②
槍
持
・
③
町
方
検
使
方
・
④
町
方
足
軽

　
　

行
列
は
唐
突
に
始
ま
り
、
先
頭
の
左
隻
下
段
左
端
に
刺
股
持
一
人
、
そ
の
後
に
朱

塗
長
柄
に
黒
鳥
毛
を
つ
け
た
長
柄
槍
持
十
五
人
が
続
い
て
描
か
れ
る
。
諸
記
録
に
よ

れ
ば
、
先
払
い
に
は
「
刺
股
」
の
ほ
か
、「
道
奉
行
」
と
「
突
棒
持
」
が
同
行
す
る

は
ず
な
の
で
、
画
面
の
切
り
詰
め
が
想
定
さ
れ
る
。
刺
股
・
長
柄
槍
と
も
に
青
・

白
の
横
縞
の
羽
織（
小
倉
羽
織
）を
着
用
す
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
松
の
木
陰
に
、
上

下（
裃
）着
二
人
に
黒
の
羽
織
着
十
三
人
が
描
か
れ
る
。『
神
事
記
』
に
「
上
下
ノ
シ

メ　

検
使
方
」「
町
方
足
軽 

黒
羽
織
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
下
着
が
「
町
方
検
使

方
」、
羽
織
着
が
「
町
方
足
軽
」
と
わ
か
る
。

⑤ 

町
奉
行（
馬
上
）

　
　
「
町
ぶ
き
や
う
」
の
貼
札
が
あ
り
、
馬
上
の
上
下
着
二
人
が
描
か
れ
る
。
諸
記
録

に
「
町
奉
行
騎
馬（
馬
上
）」
と
記
さ
れ
る
町
奉
行
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
供
回
り
が

つ
き
、
黒
馬
の
町
奉
行
に
は
、
揃
い
の
紺
の
半は

ん

纏て
ん

に
身
を
包
ん
だ
奴
姿
の
挟
箱
持（
先

箱
）二
人
・
徒
歩
二
人
・
草
履
取
一
人
・
柄
杓
持
一
人
・
槍
持
二
人
の
計
八
人
が
随

行
す
る
。
前
方
に
は
四
菱
文
の
白
の
羽
織
着
五
人
、
黒
の
羽
織
着
一
人
が
徒
歩
で
伴

う
。

　
　

白
馬
の
供
回
り
と
し
て
は
、
同
じ
く
紺
の
半
纏
着
の
挟
箱
持（
先
箱
）二
人
・
歩
行

一
人
・
柄
杓
持
一
人
・
草
履
取
一
人
・
槍
持
一
人
の
計
七
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
卍
柄

の
白
の
着
物
に
黒
の
羽
織
着
の
五
人
が
伴
う
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
三

⑥ 
五
十
人
目
付

　
　

上
下
着
の
二
人
の
傍
ら
に
「
五
十
人
目
付
」
の
貼
札
が
あ
る
。
後
方
に
薄
茶
に
三

鱗
文
の
羽
織
着
五
人
・
半
纏
着
の
槍
持
二
人
・
草
履
取
二
人
が
伴
う
。

　
　

以
上
、
①
〜
⑥
ま
で
が
武
家
方
の
担
当
と
な
り
、
基
本
的
に
刀
は
二
本
差
で
あ

る
。
し
か
し
、
槍
持
を
除
く
半
纏
着
で
奴
姿
の
従
者
は
、
刀
は
一
本
差
で
あ
る
。

⑦ 

榊

　
　

青
々
と
し
た
葉
に
白
の
幣ぬ

さ

を
数
多
く
つ
け
た
榊
が
白
張
十
一
人
に
よ
っ
て
担
が
れ

る
。
羽
織
着
二
人
・
上
下
着
二
人
が
同
行
す
る
。
こ
の
後
方
に
続
く
右
隻
第
六
扇
の

先
頭
に
描
か
れ
る
白
張
五
人
も
榊
の
一
行
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧ 

町
方
足
軽

　
　

⑦
榊
の
白
張
に
続
い
て
、
上
下
に
身
を
包
ん
だ
十
人
が
描
か
れ
る
。『
神
事
記
』

に
あ
る
「
町
方
足
軽
」
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨ 

上
畠
町 

雷
神
車

　
　
「
上
ば
た
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
山
車
は
、
雷
神
が
黒
馬
に
乗
っ
た
「
雷
神
車
」

で
あ
る
。
雷
神
の
周
り
に
六
個
の
太
鼓
が
輪
に
し
て
飾
ら
れ
る
。「
雷
神
車
」
は
囃

子
が
な
く
、
雷
神
が
太
鼓
を
叩
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
下
部
の
彩
色
さ
れ
た
雲
形
が

左
右
に
動
く
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。
曳
手
・
梶
取
十
四
人
は
、
肩
に
雲
取
文
、

大
き
く
雷
文
を
表
し
た
揃
い
の
白
の
半
纏
を
着
る
。
そ
の
傍
ら
を
頭
頂
部
に
中
剃
り

の
あ
る
若
衆
髷
の
子
供
が
行
く
が
、
こ
の
う
ち
薄
黄
の
小
袖
着
四
人
は
、『
神
事
記
』

に
見
え
る
「
子
供
警
固
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
赤
白
横
縞
の
半
纏
を
着
た
床
几

持
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
交
互
に
な
っ
て
列
を
な
す
。
さ
ら
に
前
方
に
半
纏
着
二
人
、
ま

た
羽
織
着
一
人
が
伴
う
。

　
　

な
お
、
表
2
で
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
割
愛
し
た
が
、
各
山
車
の
先
頭
に
は
、
町

代
と
従
者
の
一
行
が
先
頭
を
行
く
約
束
で
あ
る
。「
雷
神
車
」
の
町
代
は
本
図
で
は

確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
後
方
の
上
下
着
一
人
は
若
衆
の
列
と
重
な
り
、
一
見
、
雷

神
車
の
一
行
に
見
え
る
。
し
か
し
、続
く
⑩
の
長
者
町
の
町
代
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

長
者
町
で
数
に
入
れ
る
。

⑩ 

長
者
町（
後
、
上
長
者
町
） 

道
成
寺
車

　
　
「
長
ぢ
ゃ
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
長
者
町
の
山
車
は
、
後
年
、
恵
比
寿
・
大
黒
の

「
二
福
神
車
」
で
知
ら
れ
た
が
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
大
鐘
に
取
り
巻
く
大
蛇
、
こ

れ
に
手
を
合
わ
せ
て
祈
る
老
人
の
人
形
で
あ
り
、
ま
た
山
車
の
一
段
下
が
っ
た
前

棚
に
、
麾ざ

い

振ふ
り

人
形
が
置
か
れ
る（
図
3
）。『
行
事
絵
抄
』
に
「
む
か
し
は
鐘
巻
道
成

寺
に
し
て
、
屋
台
も
な
く
、
鐘
に
大
蛇
が
ま
と
ひ
あ
り
て
、
首
を
う
ご
か
す
側
か

ら
、
僧
形
あ
り
て
祈
る
人
形
の
み
。
囃
子
も
じ
や
が
ら
を
打
な
ら
し
て
、
其
う
た
笛

の
唱
歌
さ
へ
、
長
者
町
の
か
ね
ま
き
お
が
む
に
ゆ
る
せ
と
、
諸
人
に
き
ら
は
れ
し

が
、
今
は
十
人
好
の
福
の
神
、
ゑ
び
す
、
大
こ
く
の
人
形
、
袋
か
ら
宝
ぶ
ね
が
出
る
、

素
人
ず
き
の
よ
き
観み

も
のと
な
れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
図
の
描
写
は
享
保
十
七
年

（
一
七
三
二
）に
「
二
福
神
車
」
に
変
更
さ
れ
る
以
前
の
「
道
成
寺
車
」
に
合
致
す
る
。

な
お
、『
全
書
』
に
は
「
最
初
ハ
蛇
ノ
形 

頭
ハ
女
ノ
姿
ノ
由 

貞
松
院
殿
御
嫌
ニ
付

竜
頭
ニ
カ
ワ
ル
」
と
あ
り
、
当
初
、
か
ら
く
り
は
蛇
に
女
の
頭
を
つ
け
て
い
た
が
、

尾
張
家
初
代
義
直
の
側
室
・
貞
松
院（
一
六
〇
八
〜
八
四
）が
嫌
っ
た
た
め
、
女
の
頭

は
龍
頭
へ
と
変
更
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
本
図
は
龍
頭
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

長
者
町
の
先
頭
は
、
⑨
で
先
述
し
た
上
下
着
の
町
代
一
人
に
、
従
者
で
あ
る
羽
織

着
一
人
・
半
纏
着
の
若
党
一
人
が
行
く
。
曳
手
の
十
二
人
は
雷
雲
も
し
く
は
渦
巻
文

の
揃
い
の
半
纏
で
あ
る
。
こ
れ
に
羽
織
着
の
六
人
が
伴
う
。

⑪ 

桑
名
町 
湯ゆ

取と
り

神み

子こ

車

　
　
「
く
わ
な
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
山
車
に
は
屋
台
を
設
け
、
白
幣
を
持
っ
た
神
職

役
の
人
形
を
据
え
る
。
そ
の
奥
に
は
、
忌
竹
を
立
て
て
注
連
縄
を
張
り
、
そ
の
下
に
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三
四

本
図

Ⓐ『
御

祭
礼

旧
記

』
の

う
ち

慶
安

3年（
1650）

Ⓑ『
東

照
宮

祭
礼

神
事

記
』

の
う

ち
享

保
18年（

1733）
Ⓕ『

張
州

雑
志

』　
1774

～
83年

頃
出

し
物

出
し

物
担

当
町

名
出

し
物

担
当

町
名

出
し

物
担

当
町

名
御

用
人

・
御

右
筆

町
方

足
軽

町
方

道
奉

行
釚

棒
挟

股
持

①
刺

股
持

町
方

足
軽

長
柄

鎗
持

②
槍

持
指

股
・

長
柄

鎗
町

奉
行

足
軽

③
町

方
検

使
方

検
使

方
町

奉
行

下
使

④
町

方
足

軽
町

方
足

軽

⑤
町

奉
行（

馬
上

）
町

奉
行

騎
馬

川
澄

平
左

衛
門

鳥
井

藤
左

衛
門

町
奉

行
馬

上
町

奉
行（

馬
上

）
町

奉
行

馬
上

町
奉

行（
馬

上
）

⑥
五

十
人

目
付

押
者

押
之

者
五

十
人

御
目

付（
馬

上
）

五
十

人
御

目
付

五
十

人
御

目
付（

馬
上

）
町

方
足

軽
町

方
足

軽
宰

領
⑦

榊
御

榊
杉（

松
）原

町
御

賢
木

末
広

町
榊

末
広

町

⑧
町

方
足

軽
上

下
着

鍋
屋

町
（

上
下

着
）

鍋
屋

町
町

方
足

軽
御

獅
子

下
長

者
町

御
獅

子
下

長
者

町
獅

子
下

長
者

町
⑫

本
町

　
猩

々
車

橋
弁

慶
車

下
七

間
町

橋
弁

慶
車

下
七

間
町

橋
弁

慶
車

下
七

間
町

子
共

警
固

伝
馬

町
　

駿
河

町
小

童
練

物
伝

馬
町

駿
河

町
林

和
靖

車
林

和
靖

車

⑨
上

畠
町

　
雷

神
車

雷
車

上
畠

町
子

供
警

固
和

泉
町

雷
神

車
上

畠
町

　
五

条
町

和
泉

町
雷

車
⑩

長
者

町
　

道
成

寺
車

道
成

寺
車

長
者

町
二

福
神

車
上

長
者

町
二

福
神

車
上

長
者

町
⑪

桑
名

町
　

湯
取

神
子

車
湯

立
神

子
車

桑
名

町
湯

立
神

子
車

桑
名

町
竹

生
嶋

車
宮

町
唐

子
遊

車
宮

町
小

鍛
冶

車
京

町
小

鍛
冶

車
京

町
獅

子
車

中
市

場
町

石
橋

車
中

市
場

町
⑬

下
七

間
町

　
橋

弁
慶

車
猩

々
車

本
町

猩
々

車
本

町

⑭
茶

屋
家

　
母

衣
武

者
母

衣
長

か
た

な
茶

屋
新

四
郎

鉄
棒

引
・

羽
織

着

茶
屋

鉄
棒

引

茶
屋

町
茶

屋
家

守
羽

織
着

母
衣

茶
屋

家
来

母
衣

白
母

衣
茶

屋
手

代
大

母
衣

表
3　

名
古

屋
東

照
宮

祭
礼

行
列

記
対

照
表
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五

⑰
惣

町
代

町
惣

年
寄

花
井

七
左

衛
門

惣
町

人
花

井
勘

左
衛

門
名

古
屋

惣
町

代
花

井
八

郎
左

衛
門

⑱
小

桜
町

　
雑

色
雑

職
警

固
長

者
町

四
丁

目
雑

色
小

桜
町

業
平

練
物

小
桜

町
⑲

福
井

町
・

冨
田

町
　

小
母

衣
小

縨
冨

田
町

小
母

衣
練

物
福

井
町

　
冨

田
町

武
者

大
将

・
武

者
・

負
持

・
刀

指
長

嶋
町

大
江

山
武

者
練

物
長

嶋
町

⑳
上

御
園

町
・

中
御

園
町

　
刀

差
子

供
刀

指
騎

馬
上

御
園

町
　

中
御

園
町

刀
指

子
供

上
御

園
町

下
御

園
町

刀
指

練
物

上
御

園
町

中
御

園
町

⑮
伏

見
町

　
中

巻
中

巻
伏

見
町

二
切

中
巻

伏
見

町
　

淀
町

中
巻

持
練

物
伏

見
町

　
淀

町
⑯

大
和

町
　

唐
人

唐
人

大
和

町
　

茶
屋

町
唐

人
・

大
将

大
和

町
唐

人
練

物
大

和
町

長
刀

塗
師

又
五

郎
後

藤
鍵

屋
唐

人
・

大
将

茶
屋

町
唐

人
練

物
茶

屋
町

㉑
伊

勢
町

　
参

宮
参

宮
伊

勢
町

参
宮

伊
勢

町
伊

勢
参

練
物

伊
勢

町

㉒
呉

服
町

　
普

化
僧

普
化

僧
呉

服
町

　
竹

屋
町

普
化

僧
・

大
普

化
僧

呉
服

町
普

化
僧

練
物

呉
服

町
普

化
僧

・
大

普
化

僧
常

盤
町

普
化

僧
練

物
常

盤
町

㉓
諸

町
　

鷹
匠

鷹
匠

諸
町

鷹
匠

・
鷺

釣
諸

町
鷹

狩
練

物
諸

町

㉔
桶

屋
町

・
西

鍛
冶

町
　

茸
狩

さ
ゝ

ら
桑

名
町

　
桶

屋
町

西
鍛

冶
町

茸
狩

桶
屋

町
西

鍛
冶

町
茸

狩
練

物
桶

屋
町

茸
狩

練
物

西
鍛

冶
町

弓
持

警
固

小
牧

町
矢

籠
持

小
牧

町

㉕
石

町
　

鹿
狩

鹿
狩

石
町

狩
場

勢
子

・
鉄

炮
持

・
狩

場
勢

子
石

町
鉄

炮
持

狩
場

勢
子

練
物

石
町

㉖
伝

馬
町

・
駿

河
町

　
田

植
田

植
伝

馬
町

　
宮

町
駿

河
町

川
狩

吉
田

町
川

狩
練

物
吉

田
町

㉗
吉

田
町

・
小

市
場

町
　

川
狩

川
狩

下
小

牧
町

　
小

市
場

町
川

狩
小

市
場

町
川

狩
練

物
小

市
場

町
㉘

長
嶋

町
・

嶋
田

町
　

鉢
叩

鉢
叩

長
嶋

町
　

下
町

鉢
叩

・
空

也
上

人
嶋

田
町

鉢
叩

練
物

嶋
田

町
㉙

練
屋

町
　

比
丘

尼
比

丘
尼

練
屋

町
比

丘
尼

・
小

比
丘

尼
練

屋
町

熊
野

比
丘

尼
練

物
練

屋
町

㉚
小

牧
町

　
弓

持
茶（

草
）刈

山
口

小
牧

町
㉛

上
七

間
町

　
小

鳥
落

小
鳥

お
と

し（
威

）
上

七
間

町
寿

老
人

・
唐

人
・

鹿
上

七
間

町
寿

老
人

練
物

上
七

間
町

㉜
和

泉
町

　
順

礼
順

礼
上

畠
町

　
五

条
町

　
和

泉
町

順
礼

上
畠

町
順

礼
練

物
和

泉
町

　
上

畠
町

　
五

条
町

　
順

礼
五

条
町

山
伏

関
鍛

冶
町

山
伏

頭
・

山
伏

関
鍛

冶
町

山
伏

練
物

関
鍛

冶
町

鵜
飼

益
屋

町
小

聖
益

屋
町

高
野

ひ
し

り
練

物
益

屋
町

潮
汲

大
津

町
　

瀬
戸

物
町

汐
汲

大
津

町
潮

汲
練

物
大

津
町

鯛
釣

上
本

町
二

丁
目

三
丁

目
　

四
丁

目
汐

汲
瀬

戸
物

町
汐

汲
練

物
瀬

戸
物

町

祢
宜

中
市

場
町

祢
宜

京
町

聖
両

替
町

大
聖

両
替

町
高

野
聖

練
物

両
替

町
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六

㉝
具

足
着

幟
指

具
足

着
幟

指
塩

町
ほ

か
10町

幟
差

具
足

着
下

御
園

町
ほ

か
12町

旗
差

練
物

玉
屋

町
ほ

か
11町

㉞
上

下
着

神
主

上
下

着
上

下
着

永
安

寺
町

素
袍

着

㉟
東

照
宮

神
主（

馬
上

）
上

下
着

　
永

安
寺

町
弓

持
神

主
　

吉
見

某
　

中
間

　
　

小
田

原
町

　
車

町
神

主
　

馬
上

　
吉

見
氏

㊱
神

馬
御

神
馬

御
神

馬
神

馬
　

㊲
弓

持
御

弓
小

塚
町

御
弓

　
小

塚
町

御
弓

持
小

塚
町

㊳
長

刀
持

御
長

刀
袋

町
御

薙
刀

袋
町

御
長

刀
持

袋
町

㊴
鉾

持
御

矛
松

原
町

御
鉾

松（
万

）屋
町

御
鉾

持
万

町

㊵
矛

持
御

矛
小

田
原

町
・

車
ノ

町
御

鉾
持

新
町

ほ
か

5町
町

方
足

軽
御

旗
　

白
虎

・
青

龍
御

鷹
住

吉
町

　
大

久
保

見
町

御
旗

　
玄

武
・

朱
雀

御
同

朋
御

旗
　

白
陳

・
騰

蛇
検

断
方

㊶
楽

人
楽

人
楽

人
楽

人
大

鞁
・

鉦
鼓

新
町

　
九

十
軒

町
楽

器
釣

鉄
炮

塚
町

ほ
か

5町
㊷

御
同

朋
御

同
朋

町
方

足
軽

御
同

朋
㊸

町
代

御
太

刀
上

本
町

　
勘

右
衛

門
町

代
鍋

屋
町

ほ
か

28町
町

々
町

代
鍋

屋
町

ほ
か

28町
㊹

太
刀

持
町

方
同

心
御

太
刀

　
国

行
花

井
勘

右
衛

門
素

袍
着

小
船

町
ほ

か
4町

㊺
御

鷹
御

鷹
御

中
間

町
　

大
久

保
見

町
町

方
与

力
御

太
刀

　
国

行
花

井
勘

左
衛

門
㊻

御
幣

御
幣

素
袍

着
中

須
賀

町
　

葭
町

鷹
居

大
久

保
見

町
　

住
吉

町
㊼

御
旗（

白
虎

・
青

龍
）

町
方

手
代

御
旗

　
白

虎
・

青
竜

樽
屋

町
御

旗
　

青
龍

　
白

虎
江

川
町

　
樽

屋
町

㊽
東

照
宮

神
輿

東
照

宮
御

神
輿

御
幣

社
人

御
幣

東
照

宮
神

輿
　

本
重

町
ほ

か
3町

東
照

宮
神

輿
久

屋
町

ほ
か

4町

㊾
太

刀
持

御
太

刀
上

七
間

町
　

新
十

郎
町

代
伊

倉
町

ほ
か

5町
町

々
町

代
伊

倉
町

ほ
か

11町
御

太
刀

　
宗

近
倉

田
新

十
郎

素
袍

着
小

船
町

　
大

船
町

素
袍

着
大

船
町

　
小

船
町

御
太

刀
　

宗
近

倉
田

新
九

郎

御
幣

御
旗

　
玄

武
・

朱
雀

江
川

町
御

旗
　

朱
雀

・
玄

武
江

川
町

　
樽

屋
町

御
幣

社
人

御
幣

山
王

御
神

輿
山

王
神

輿
上

田
町

　
本

重
町

山
王

神
輿

上
田

町
ほ

か
4町

�
太

刀
持

御
太

刀
大

和
町

　
佐

次
右

衛
門

町
代

九
十

軒
町

ほ
か

9町
町

々
町

代
九

十
軒

町
ほ

か
9町

御
太

刀
　

正
恒

岡
田

佐
次

右
衛

門
素

袍
着

小
船

町
　

大
船

町
素

袍
着

小
船

町
　

船
入

町
御

太
刀

　
正

恒
岡

田
左

次
右

衛
門

�
御

幣
御

幣
御

旗
　

勾
陳

・
騰

蛇
樽

屋
町

　
江

川
町

御
旗

　
勾

陳
・

騰
蛇

江
川

町
　

樽
屋

町
�

御
旗（

勾
陳

・
騰

蛇
）

御
幣

社
人

御
幣

�
日

光
神

輿
日

光
御

神
輿

日
光

神
輿

本
重

町
ほ

か
4町

日
光

神
輿

本
重

町
ほ

か
4町

御
祭

礼
領

　
庄

屋



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
七

㊿
小

結
大

童
子

鍋
屋

町
　

名
古

屋
町

大
童

子
鍋

屋
町

　
上

田
町

大
童

子
鍋

屋
町

　
上

田
町

小
童

子
鍋

屋
町

　
久

屋
町

小
童

子
鍋

屋
町

　
久

屋
町

小
童

子
鍋

屋
町

　
久

屋
町

�
大

童
子

・
小

童
子

小
結

桑
名

町
ほ

か
9町

小
結

桑
名

町
ほ

か
9町

素
袍

着
新

町
ほ

か
4町

�
別

当
尊

寿
院

社
僧

　
長

柄
輿

乗
上

下
着

永
安

寺
小

結
大

津
町

ほ
か

9町
上

下
着

永
安

寺
町

　
永

田
町

尊
寿

院
先

供
永

安
寺

町
素

襖
新

町
七

切
　

　
新

通
町

大
僧

正
　

乗
輿（

輦
）

別
当

　
尊

寿
院

新
町

ほ
か

7町

�
僧

騎
馬

増（
僧

）騎
馬

末
寺

　
馬

上
五

十
人

御
目

付
尊

寿
院

末
寺

　
僧

騎
馬

�
御

先
手

足
軽

押
足

軽
頭

騎
馬

朝
柴

与
五

左
衛

門
長

屋
六

左
衛

門
御

先
手

足
軽

御
先

手
御

足
軽

�
御

先
手

足
軽

頭（
馬

上
）

騎
馬

　
御

先
手

足
軽

頭
御

先
手

御
足

軽
頭

�
町

方
同

心
・

五
十

人
目

付
町

方
同

心

御
側

足
軽

頭

町
奉

行
同

心

吟
味

方
　

馬
上

五
十

人
目

付
・

町
方

同
心

町
方

足
軽

押
之

者
馬

上
　

御
年

寄
衆

押馬
上

　
五

十
人

御
目

付
格

五
十

人
御

目
付

凡
例

・
行

列
の

出
し

物
は

、
主

要
な

記
事

の
み

に
と

ど
め

、
供

奉
や

人
数

は
省

略
し

た
。

・
本

図
の

出
し

物
に

付
し

た
番

号
は

、
本

文
中

の
番

号
に

一
致

し
、

屏
風

の
復

元
案

の
順

に
列

記
し

た
。

・
各

行
列

記
に

お
い

て
時

代
の

変
遷

に
よ

り
当

初
よ

り
存

在
し

な
か

っ
た

出
し

物
に

つ
い

て
は

、
枠

内
に

斜
線

を
付

し
た

。
・

本
図

に
お

い
て

、
屏

風
の

改
装

に
よ

り
欠

落
し

て
い

る
と

み
ら

れ
る

出
し

物
に

つ
い

て
は

、
枠

内
を

灰
色

で
示

し
た

。
・（

　
）は

、
適

宜
筆

者
が

補
っ

た
。

湯
立
釜
を
置
い
て
両
手
で
笹
葉
を
持
っ
た
神
子
役
の
人
形
、
さ
ら
に
前
棚
に
鼓
・
太

鼓
・
笛
の
囃
子
の
人
形
を
置
く
。「
湯
取
神
子
車
」
は
「
雪
と
ち
ら
し
て
、
殊い

と

い
さ

ぎ
よ
き
か
ら
く
り
な
り
」（『
行
事
絵
抄
』）と
あ
る
よ
う
に
、
湯ゆ

立た
て

を
行
う
神
子
が
両
手

に
持
っ
た
笹
葉
で
釜
の
中
を
か
き
ま
わ
す
と
、
湯
気
の
象
徴
と
し
て
「
湯
の
花
」
と

呼
ば
れ
る
白
紙
の
細
片
が
釜
か
ら
吹
き
上
が
る
か
ら
く
り
で
知
ら
れ
る
。

　
　

町
代
と
み
ら
れ
る
上
下
着
二
人
と
半
纏
着
の
床
几
持
二
人
に
続
き
、
梅
鉢
文
の
半

纏
着
の
曳
手
・
梶
取
十
三
人
に
、
羽
織
着
三
人
が
伴
う
。

⑫ 

本
町 

猩
々
車

　
　
「
本
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
屋
台
の
あ
る
山
車
で
、
最
上
段
に
大
瓶
と
猩
々
二
体
、

前
棚
に
麾
振
人
形
が
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
「
猩
々
車
」
と
わ
か
る
。
女
猩
々
が
柄
杓

で
瓶
の
酒
を
汲
み
盃
に
移
し
て
酒
を
飲
み
、
男
猩
々
が
瓶
に
両
手
を
か
け
て
頭
を
入

れ
、
逆
立
ち
と
な
っ
て
酒
を
飲
む
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。

　
　

町
代
と
み
ら
れ
る
上
下
着
一
人
・
羽
織
着
七
人
・
半
纏
着
一
人
が
伴
う
。
曳
手

十
四
人
は
石
畳
模
様
に
茶
色
の
子
持
筋
を
肩
に
表
し
た
揃
い
の
半
纏
、
梶
取
一
人
は



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
八

茶
の
格
子
半
纏
で
あ
る
。

⑬ 
下
七
間
町　

橋
弁
慶
車

　
　

山
車
の
下
半
分
は
金
雲
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
屋
台
の
な
い
上
部
に
、
橋
の
欄
干

に
軽
々
と
乗
る
義
経
と
、
こ
れ
に
対
峙
す
る
七
つ
道
具
を
背
負
い
大
長
刀
を
持
つ
鎧

姿
の
武
蔵
坊
弁
慶
の
人
形
か
ら
、
下
七
間
町
の
「
橋
弁
慶
車
」
と
判
明
す
る
。
山
車

の
前
棚
に
は
麾
振
人
形
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
　

上
下
着
四
人
に
続
い
て
、
若
衆
髷
で
半
纏
着
の
床
几
持
一
人
・
羽
織
着
二
人
・
半

纏
着
三
人（
う
ち
二
人
は
大
鳥
毛
持
）が
列
を
な
す
。
梶
取
三
人
は
白
に
軍
配
の
模
様
を

表
し
た
半
纏
を
着
用
す
る
。
金
雲
を
挟
ん
で
橋
弁
慶
車
の
傍
ら
に
羽
織
着
二
人
が
描

か
れ
る
。

⑭ 

茶
屋
家　

母
衣
武
者

　
　

二
本
の
幣
と
「
茶
屋
」
と
記
し
た
額
に
大
き
な
母
衣
を
背
負
っ
た
武
者
一
人
が
歩

む
。
そ
の
前
方
に
は
、
上
下
着
一
人
に
羽
織
着
二
人
、
槍
持
・
草
履
取
の
半
纏
着
二

人
が
、ま
た
後
方
に
は
上
下
着
二
人
が
描
か
れ
る
。
大
母
衣
と
「
茶
屋
」
の
額
か
ら
、

茶
屋
家
か
ら
出
さ
れ
る
「
母
衣
武
者
」
と
わ
か
る
。

　
　

茶
屋
家
は
徳
川
家
康
に
仕
え
た
茶
屋
四
郎
次
郎
の
三
男
新
四
郎
長
吉
が
立
て
た
分

家
で
、
名
古
屋
を
代
表
す
る
豪
商
で
あ
っ
た
。
こ
の
母
衣
武
者
以
下
が
各
町
か
ら
出

さ
れ
る
警
固
と
な
る
が
、
茶
屋
家
の
み
町
単
位
で
な
く
、
一
家
か
ら
警
固
を
出
す
。

『
神
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
先
頭
の
上
下
着
の
人
物
は
茶
屋
家
守
に
当
た
る
。
ま
た
諸

記
録
に
は
母
衣
は
大
小
二
つ
と
記
さ
れ
る
が
、
本
図
に
は
一
つ
し
か
描
か
れ
て
い
な

い
。

⑮ 

伏
見
町　

中
巻

　
　
「
ふ
し
み
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
髭
を
た
く
わ
え
、
揃
い
の
帽
子
に
子
持
筋
の
あ

る
黒
の
半
纏
に
、
肩
に
長
大
な
刀
を
差
し
か
け
た
十
人
が
二
列
で
歩
む
。
肩
に
当
た

る
刀
の
根
元
の
部
分
に
は
、
黒
と
金
の
帯
が
螺
旋
状
に
巻
か
れ
て
い
る
。
伏
見
町
の

警
固
は
「
中
巻
」
で
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
刀
の
一
種
で
あ
る
中
巻
を
表
し
た

と
み
ら
れ
る
。

　
　

中
巻
の
警
固
に
並
ん
で
上
下
着
一
人
・
羽
織
着
一
人
・
半
纏
着
の
草
履
取
一
人
の

三
人
組
、
後
方
に
羽
織
着
一
人
が
描
か
れ
る
。
前
者
の
三
人
組
の
う
ち
上
下
着
の
人

物
は
、
他
の
絵
画
史
料
か
ら
「
町
代
」
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
諸
記
録
に
よ
る
と
、
町

代
に
随
行
す
る
草
履
取
や
挟
箱
持
は
「
若
党
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
半
纏
着

は
若
党
と
み
な
さ
れ
る
。
⑨
雷
神
車
と
同
様
、
以
下
の
行
列
で
は
各
町
か
ら
出
さ
れ

る
警
固
が
隙
間
な
く
続
き
、
前
後
の
警
固
が
重
な
っ
て
描
か
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
集
団
の
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
が
、
上
下
着
以
下
の
三
人
組
は
ほ
と
ん
ど
の
警
固

に
付
随
す
る
。
必
ず
上
下
着
の
町
代
が
先
頭
を
行
く
約
束
な
の
で
、
こ
れ
を
目
安
に

集
団
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
る（
以
下
、
こ
の
組
合
せ
を
「
町
代
以
下
三
人
組
」
と
略
称
す
る
）。

　
　

ま
た
、
こ
の
前
方
に
刀
を
二
本
差
に
し
、
左
手
を
上
に
斜
め
に
両
手
を
広
げ
た

ポ
ー
ズ
を
と
る
若
衆
髷
の
四
人
が
行
く
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う

に
⑳
上
御
園
町
・
中
御
園
町
の
「
刀
差
子
供
」
と
み
ら
れ
る
。

⑯ 

大
和
町　

唐
人

　
　

先
頭
に
傘
を
差
し
か
け
ら
れ
た
拱
手
の
人
物
が
歩
む
。
こ
の
ほ
か
傘
持
・
太
鼓
持

の
二
人
が
描
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
唐
人
風
の
服
を
着
て
お

り
、「
唐
人
」
の
警
固
と
知
ら
れ
る
。
町
代
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。

⑰ 
惣
町
代

　
　

上
下
着
一
人
を
先
頭
に
、
羽
織
着
二
人
・
長
刀
持（
半
纏
着
）一
人
・
草
履
取（
半
纏

着
）一
人
・
挟
箱
持
一
人
の
供
回
り
が
つ
く
た
め
、「
惣
町
代
」
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱ 

小
桜
町　

雑ざ
つ

色し
き

　
　

侍
烏
帽
子
に
揃
い
の
衣
装
を
着
、
細
棒
を
手
に
持
つ
十
三
人
が
二
列
と
な
る
。
先



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
九

頭
の
二
人
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
幣
と
扇
を
持
つ
。
衣
装
は
、
肩
裾
に
黒
で
大
き
く
四
菱

を
あ
し
ら
っ
た
大
柄
で
、
直
垂
か
素
襖
か
判
断
が
難
し
い
が
、
腰
紐
が
白
で
あ
る
た

め
直
垂
と
み
ら
れ
る
。『
神
事
記
』
に
「
雑
色
三
十
人
出
ス　

初
ニ
享
保
十
八
丑
歳

素
袍
ニ
カ
ハ
ル
」
と
あ
る
の
み
で
、
享
保
十
八
年
以
前
の
衣
装
に
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
た
め
推
測
は
難
し
い
が
、
⑰
惣
町
代
の
直
後
に
続
く
こ
と
か
ら
小
桜
町
の
「
雑

色
」
と
判
断
し
た
。

⑲ 

福
井
町
・
冨
田
町　

小
母
衣

　
　

母
衣
武
者
六
人
が
一
列
に
続
く
。
背
に
は
母
衣
に
加
え
て
、
銘
々
に
松
・
瓢
簞
に

金
切
紙
・
団
扇
・
金
熨
斗
・
波
に
兎
・
糸
巻
・
サ
イ
コ
ロ
と
い
っ
た
飾
り
が
つ
く
。

武
者
一
人
に
つ
き
、
床
几
持
と
お
そ
ら
く
宰
領
と
呼
ば
れ
る
羽
織
着
各
一
人
の
計
六

人
が
付
き
添
う
。

⑳ 

上
御
園
町
・
中
御
園
町　

刀
差
子
供

　
　

若
衆
髷
の
男
子
八
人
が
、
刀
を
二
本
差
に
し
、
左
を
斜
め
上
に
し
て
大
き
く
両
手

を
突
き
出
し
た
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
歩
む
こ
と
か
ら
、
上
御
園
町
・
中
御
園
町
の
「
刀

差
子
供
」と
み
ら
れ
る
。
先
述
し
た
⑮
伏
見
町 

中
巻
の
前
を
行
く
四
人
も
同
じ
ポ
ー

ズ
を
と
る
こ
と
か
ら
刀
差
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
独
特
の
ポ
ー
ズ
は
、
歌
舞
伎
の
所

作
で
あ
る
六
方
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
左
右
の
手
足
を
交
互
で
な
く
、
右
手
右

足
、
左
手
左
足
を
同
時
に
振
り
出
す
ナ
ン
バ
歩
き
の
所
作
で
あ
る
。
仮
装
の
衣
装
は

統
一
さ
れ
ず
、
個
々
で
柄
の
異
な
る
色
鮮
や
か
な
半
纏
と
股
引
が
目
を
引
く
。
上
下

着
の
町
代
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。

㉑ 

伊
勢
町　

参
宮

　
　

貼
札
が
な
い
も
の
の
、
呉
服
町
の
直
前
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
町
の
警
固

と
判
断
し
た
。
伊
勢
町
の
警
固
は
、
諸
書
で
は
「
参
宮
」
も
し
く
は
「
参
宮
子
供
」

と
記
さ
れ
る
。
菅
笠
を
か
ぶ
り
、
華
や
か
な
小
袖
を
着
流
し
た
伊
勢
参
り
の
旅
装

で
、
棹
先
に
小
さ
な
荷
と
牡
丹
や
菊
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
つ
け
て
担
ぐ
子
供
四
人

を
描
く
。
町
代
以
下
三
人
組
は
見
ら
れ
な
い
が
、
床
几
持
一
人
と
宰
領
役
と
み
ら
れ

る
羽
織
着
一
人
が
伴
う
。

㉒ 

呉
服
町　

普
化
僧

　
　
「
ご
ふ
く
町
」
の
貼
札
あ
り
。
呉
服
町
の
警
固
は
慶
安
三
年
か
ら
「
普
化
僧（
薦
僧

と
も
）」
と
知
ら
れ
る
。
白
の
小
袖
に
墨
染
の
衣
を
重
ね
、
深
編
笠
を
か
ぶ
っ
て
尺

八
を
吹
く
成
人
の
普
化
僧（
大
普
化
僧
）二
人
が
先
頭
を
行
き
、
そ
の
後
に
尺
八
を
吹

く
子
供
の
普
化
僧
と
床
几
持
五
人
が
続
く
。
子
供
の
普
化
僧
は
、
僧
形
と
は
い
え
、

思
い
思
い
に
華
美
を
凝
ら
し
た
小
袖
と
袈
裟
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
傍
ら
に
町
代
以

下
三
人
組
の
ほ
か
、
羽
織
着
四
人
が
同
行
す
る
。

㉓ 

諸
町　

鷹
匠

　
　
「
も
ろ
町
」
の
貼
札
あ
り
。
諸
町
の
警
固
は
、
呉
服
町
同
様
、
慶
安
三
年
よ
り

「
鷹
匠
」
と
知
ら
れ
る
。
本
図
に
は
、
若
衆
髷
の
鷹
匠
役
六
人
が
左
手
に
鷹
を
止
ま

ら
せ
、
右
手
に
先
が
二
股
に
な
っ
た
細
棒
を
持
ち
二
列
と
な
り
、
後
方
に
犬
曳
き
一

人
が
描
か
れ
る
。
鷹
匠
役
の
間
に
床
几
持
五
人
が
配
さ
れ
、
前
方
に
上
下
着
の
町
代

一
人
に
羽
織
着
二
人
・
半
纏
着
一
人
が
伴
う
。

㉔ 

桶
屋
町
・
西
鍛
冶
町　

茸た
け

狩が
り

　
　

前
後
に
大
き
な
茸
と
季
節
の
花
々
を
振
り
分
け
に
し
て
担
い
だ
六
人（
先
頭
の
二
人

は
若
衆
髷
、
そ
れ
以
外
は
笠
を
つ
け
る
）が
二
列
と
な
り
、
そ
の
間
に
床
几
持
五
人
が
配

さ
れ
る
。
先
頭
に
は
上
下
着
の
町
方
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。
慶
安
三
年
に
は
両

町
と
も
警
固
は
「
さ
さ
ら
摺
」
で
あ
っ
た
が
、
本
図
の
描
写
内
容
は
『
行
事
絵
抄
』

の
「
万
治
元
年
よ
り
、
茸
狩
と
て
、
籠
に
ま
つ
だ
け
の
作
り
物
を
入
れ
、
棒
に
て
荷

な
ふ
。
後う

し
ろに
は
、
造
り
花
を
か
ざ
る
。
こ
れ
を
花
荷
な
ひ
と
い
ふ
」
の
記
事
に
該
当

し
、「
茸
狩
」
と
判
断
で
き
る
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
〇

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
魚
を
振
分
で
担
ぐ
者
一
人
・
網
に
魚
二
匹
を
持
つ
者
一
人
・

四
手
網
を
持
つ
者
一
人
・
大
き
な
緋
鯉
を
刺
し
た
銛
を
持
つ
者
一
人
・
床
机
持
三

人
・
竹
竿
に
魚
を
釣
る
者
二
人
が
描
か
れ
る
。『
行
事
絵
抄
』
の
吉
田
町
の
項
の
「
む

か
し
は
川
狩
と
て
、
魚
を
取
る
う
げ
と
い
ふ
も
の
と
、
造
り
花
と
を
荷
な
ひ
、
後
よ

り
魚
荷
な
ひ
一
人
、
鯉
、
鱸す

す
きな
ど
の
作
り
も
の
を
持
行
し
」
に
、
ま
た
小
市
場
町
の

「
各
々
釣
竿
を
か
づ
き
、
へ
ん
て
つ
を
下
し
」
に
該
当
す
る
。
吉
田
町
は
慶
安
三
年

の
行
列
記
に
は
登
場
せ
ず
、
開
始
年
は
分
か
ら
な
い
が
、『
神
事
記
』
享
保
十
八
年

の
行
列
記
に
記
事
が
あ
り
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）ま
で
「
川
狩
」
だ
っ
た
と
知
ら

れ
る
。「
う
げ
」
と
は
「
さ
で
網
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
す
く
い
網
」
で
、
前
方
を
行

く
網
持
は
『
雑
志
』
か
ら
吉
田
町
の
印
、
ま
た
大
き
な
緋
鯉
は
『
全
書
』
に
「
印　

魚
指
一
人　

但
し
大
鯉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
小
市
場
町
の
印
と
確
認
で
き
る
。

㉘ 

長
嶋
町
・
嶋
田
町　

鉢
叩

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
赤
色
の
着
物
に
薄
手
の
羽
織
を
身
に
着
け
、
菖
蒲
や
牡
丹
な

ど
の
花
を
細
竹
に
つ
け
て
担
ぐ
若
衆
髷
の
七
人
・
床
机
持
四
人
・
大
き
な
茶
筅
を

象
っ
た
印
を
担
ぐ
者
・
鹿
に
乗
っ
た
僧
人
形
を
後
ろ
か
ら
棒
で
押
す
者
一
人
が
描
か

れ
る
。『
行
事
絵
抄
』
の
長
嶋
町
の
項
に
記
さ
れ
る
「
む
か
し
は
鉢
扣
、
茶
せ
ん
う

り
の
け
い
ご
に
し
て
、
空
也
上
人
鹿
に
乗
り
し
人
形
に
、
車
を
仕
か
け
て
引
た
り
し

由
」、
同
じ
く
嶋
田
町
の
「
初
は
、
長
嶋
町
の
、
空
也
上
人
の
鹿
に
乗
り
し
人
形
を

車
に
て
引
し
に
、
茶
筅
売
の
け
い
ご
添
行
し
、
一
所
の
け
い
ご
な
り
し
」
に
該
当
す

る
。

㉙ 
練
屋
町　

比
丘
尼

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
鶴
の
作
り
物
を
つ
け
た
大
傘
を
差
し
掛
け
ら
れ
る
尼
君
に
、

傘
持
一
人
・
笠
を
か
ぶ
っ
た
桶
持
四
人
・
床
机
持
四
人
が
描
か
れ
る
。『
行
事
絵
抄
』

に
「
も
と
は
小
比
丘
尼
の
笠
の
形
、
盃
の
ご
と
く
に
し
て
、
金
ぱ
く
を
お
き
た
る
頭

㉕ 
石こ
く

町ち
ょ
う
　

鹿
狩

　
　

鉄
砲
を
担
ぐ
勢
子
役
の
若
衆
髷
の
四
人
が
二
列
と
な
り
、
そ
の
間
に
床
几
持
三
人

が
配
さ
れ
る
。
先
方
に
町
代
以
下
三
人
組
、
後
方
に
は
猪
の
作
り
物
を
曳
く
者
一

人
・
弓
持
一
人
・
棒
持
一
人
・
獲
物
の
鹿
や
鷺
を
竹
棒
に
つ
け
て
釣
る
者
五
人
が
同

行
す
る
。『
行
事
絵
抄
』
の
「
今
も
鹿
狩
な
れ
ど
、
む
か
し
は
さ
ま
〴
〵
の
引
も
の
、

釣
も
の
あ
り
て
、
猪
、
犬
な
ど
の
作
り
物
を
車
に
仕
か
け
、
尻
に
竹
を
さ
し
て
、
後

よ
り
押
行
た
り
」
を
表
す
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
猪
等
の
作
り
物
は
、『
雑
志
』

以
下
、
後
世
の
絵
画
史
料
に
は
見
ら
れ
な
い
。

㉖ 

伝
馬
町
・
駿
河
町　

田
植

　
　

小
さ
な
瓢
簞
を
た
く
さ
ん
吊
る
し
た
大
傘
を
差
し
か
け
ら
れ
た
烏
帽
子
・
狩
衣
着

一
人
が
先
頭
に
立
つ
。
傘
に
続
い
て
赤
の
着
物
に
身
を
包
ん
だ
若
衆
髷
の
五
人
に
、

床
机
持
三
人
を
加
え
て
、
鍬
・
鋤
を
持
つ
者
二
人
、
背
後
に
牛
鋤
を
つ
け
た
黒
牛
を

引
く
三
人
、
そ
し
て
傘
持
一
人
・
町
代
以
下
三
人
組
が
同
行
し
て
一
団
を
な
す（
図

4
）。
農
具
が
描
か
れ
、
慶
安
三
年
の
行
列
記
に
伝
馬
町
・
宮
町
・
駿
河
町
の
警
固

は
「
田
植
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
田
植
」
と
わ
か
る
。
た
だ
し
、『
行
事
絵
抄
』

に
は
「
宮
町
、
唐
子
遊
之
車　

最
初
は
田
植
の
け
い
ご
な
り
し
が
、
寛
文
元
年
よ
り
、

石
引
の
車（
平
岩
主
計
頭
殿
を
作
る
と
御
祭
礼
全
書
に
あ
れ
ど
、
是
は
加
藤
清
正
の
故
事
也
）」

と
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
本
図
の
製
作
期
は
少
な
く
と
も
寛
文
期（
一
六
六
一
〜

七
二
）以
降
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
宮
町
は
省
き
、
伝
馬
町
・
駿
河
町
の
警
固
と
し

た
。

　
　

警
固
の
う
ち
、
若
衆
髷
で
赤
の
小
袖
を
着
た
五
人
は
、
一
見
田
植
に
そ
ぐ
わ
な
い

が
、『
名
古
屋
祭
』
に
は
、「
男
子
を
女
装
せ
し
め
、
笄
髷
に
結
び
い
ろ
〳
〵
の
農
具

を
持
つ
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。

㉗ 

吉
田
町
・
小
市
場
町　

川
狩



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
一

に
、
造
花
を
さ
し
て
、
一
入
古
風
な
り
し
。
先
に
老
た
る
比
丘
尼
の
、
腰
を
か
ゞ
め

て
行
を
、
お
う
れ
う
と
言
な
ら
わ
せ
り
」
と
あ
る
。
笠
に
造
り
花
は
な
い
も
の
の
、

練
屋
町
の
「
比
丘
尼
」
の
警
固
を
表
す
と
み
ら
れ
る
。

㉚ 

小
牧
町　

弓
持

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
左
手
に
弓
や
矢
筒
、
右
手
に
矢
を
持
っ
た
弓
持
六
人
・
床
机

持
四
人
が
描
か
れ
る
。
慶
安
三
年
の
行
列
記
で
は
小
牧
町
の
警
固
は
「
草
刈
」
で

あ
っ
た
が
、『
行
事
絵
抄
』
に
よ
れ
ば
「
万
治
二
年（
一
六
五
九
）よ
り
、
尻し
こ
も
ち

篭
持
・

半は
ん
き
ゅ
う弓・
荷に
な
い
ゆ
み弓等
の
、
け
い
ご
に
替
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
全
書
』
に
も
「
万
治
二
亥

年
弓
持
ニ
成
」
と
あ
り
、「
弓
持
」
の
警
固
と
わ
か
る
。

㉛ 

上
七
間
町　

小
鳥
落

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
さ
ま
ざ
ま
な
小
鳥
の
入
っ
た
鳥
籠
を
振
分
あ
る
い
は
肩
に
担

ぐ
者
四
人
・
竹
棹
に
吊
る
さ
れ
た
大
鳥
籠
を
担
ぐ
二
人
組
・
黐も

ち
ざ
お竿
と
呼
ば
れ
る
長
い

竿
を
持
っ
た
鳥
刺
し
役
一
人
・
床
机
持
三
人
が
描
か
れ
る
。
慶
安
三
年
の
『
旧
記
』

に
は
「
小
鳥
威
」、『
神
事
記
』
に
は
「
小
鳥
落
」
と
あ
る
。『
行
事
絵
抄
』
に
「
む

か
し
は
小
鳥
落
と
て
、
鳥
を
と
る
て
い
な
り
し
由
」
と
あ
る
よ
う
に
小
鳥
を
捕
獲
す

る
鳥
刺
し
の
仮
装
を
し
た
警
固
で
あ
る
。

㉜ 

和
泉
町 

順
礼

　
　
「
い
づ
み
町
」
の
貼
札
あ
り
。
町
代
以
下
三
人
組
に
、
笠
を
被
り
、
小
袖
に
袖
無

し
の
笈お

い
ず
り摺（

お
い
ず
る
）を
羽
織
り
、
首
に
納
経
の
木
札
を
か
け
、
手
に
草
花
を
持
っ

た
順
礼（
巡
礼
）姿
の
子
供
六
人
と
、
床
机
持
四
人
が
描
か
れ
る
。
和
泉
町
は
、
上
畠

町
と
五
条
町
の
三
町
で
「
順
礼
」
の
警
固
と
「
雷
神
車
」
と
を
隔
年
に
出
し
た
が
、

貼
札
か
ら
和
泉
町
と
判
断
で
き
る
。

　
　

こ
の
後
、
次
の
㉝
「
具
足
着
幟
指
」
と
の
間
に
、
少
な
く
と
も
関
鍛
冶
町
以
下
六

つ
の
警
固
が
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
本
図
で
は
欠
落
も
し
く
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

㉝ 

具
足
着
幟
指

　
　

塗
笠
に
具
足
を
身
に
つ
け
幟
を
指
し
た
武
者
姿
九
人
が
一
列
に
な
っ
て
歩
み
、
町

代
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。
下
御
園
町
以
下
十
一
町
か
ら
出
さ
れ
る
「
具
足
着
幟

指
」
の
一
行
で
あ
る
。
町
ご
と
に
旗
色
が
変
わ
り
、
そ
の
う
ち
「
天
下
泰
平
」
と
染

め
抜
い
た
旗
は
下
御
園
町
で
あ
る
。『
名
古
屋
祭
』
に
よ
れ
ば
、
笠
と
胴
に
入
山
形

の
印
が
あ
る
具
足
は
、
尾
張
家
か
ら
貸
し
出
さ
れ
た
と
い
う
。
左
端
は
人
物
の
姿
が

後
ろ
半
身
の
み
で
あ
り
、
画
面
が
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
で

町
方
か
ら
出
さ
れ
る
警
固
は
終
わ
り
と
な
る
。

㉞ 

上
下
着
・
㉟ 

東
照
宮
神
主（
馬
上
）

　
　

冠
を
つ
け
、
黒
の
袍
に
身
を
包
ん
だ
東
照
宮
の
神
主
が
葦
毛
の
馬
に
乗
る
。
先
導

と
し
て
羽
織
着
六
人
・
上
下
着
十
一
人
・
半
纏
着
二
人
・
馬
の
曳
手
一
人
、
ま
た
後

方
に
は
白
張
姿
の
傘
持
・
太
刀
持
各
一
人
・
半
纏
着
奴
姿
の
槍
持
二
人
が
随
行
す

る
。
こ
の
う
ち
上
下
着
は
『
旧
記
』『
神
事
記
』
等
、
諸
記
録
に
見
え
る
「
上
下
着
」

で
あ
る
。

㊱ 

神
馬

　
　

紙し

垂で

で
飾
ら
れ
た
馬
三
頭
が
「
神
馬
」
で
あ
る
。
白
張
十
二
人（
内
三
人
は
馬
曳
）

が
同
行
す
る
。

㊲ 

弓
持

　
　

侍
烏
帽
子
に
素
襖
着
で
、
紙
垂
を
つ
け
た
弓
を
運
ぶ
三
人
が
一
列
で
歩
む
。

㊳ 
長
刀
持

　
　

折
烏
帽
子
に
狩
衣
着
で
、
紙
垂
を
つ
け
た
長
刀
を
運
ぶ
三
人
が
横
一
列
と
な
る
。

㊴ 

鉾
持

　
　

侍
烏
帽
子
に
素
襖
着
で
、
紅
白
の
紙
垂
を
つ
け
た
鉾
を
持
つ
三
人
が
長
刀
持
同
様

横
一
列
で
続
く
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
二

㊵ 
矛
持
・ 

㊶
楽
人
・ 

㊷
御
同
朋

　
　

鳥
兜
を
か
ぶ
り
舞
楽
の
装
束
に
身
を
包
ん
だ
矛
持
十
一
人
が
二
列
と
な
る
。
続
い

て
笙
・
篳
篥
・
横
笛
各
二
人
の
楽
人
六
人
が
二
列
に
な
っ
て
楽
器
を
演
奏
し
な
が
ら

歩
む
。
僧
形
の
二
人
を
挟
ん
で
、
鉦
鼓
・
大だ

だ
い
こ

太
鼓
を
二
人
で
釣
り
、
一
人
が
撥
を
も
っ

て
演
奏
す
る
楽
器
釣
二
組
の
計
六
人
が
描
か
れ
る
。
剃
髪
頭
に
大
紋
を
身
に
着
け
た

二
人
は
、「
御
同
朋
」
す
な
わ
ち
同
朋
衆
と
み
ら
れ
る
。

㊸ 

町
代
・ 

㊹ 

太
刀
持

　
　

色
と
り
ど
り
の
上
下
に
身
を
包
み
、
刀
を
二
本
差
と
し
た
八
人
は
「
徳
川
別
本
」

か
ら
「
町
代
」
と
判
断
し
た
が
、『
雑
志
』・「
徳
川
別
本
」
の
絵
画
史
料
で
は
刀
は

一
本
差
で
あ
る
た
め
、
あ
る
い
は
『
旧
記
』
の
「
町
方
同
心
」
も
し
く
は
『
神
事
記
』

の
「
町
方
与
力
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
続
き
、
折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
の
人
物

が
、
錦
の
袋
に
包
ん
だ
太
刀
を
持
ち
歩
む
。「
太
刀
持
」
は
、
各
神
輿
の
前
を
行
き
、

そ
れ
ぞ
れ
由
緒
あ
る
町
人
で
あ
る
大
和
町
の
岡
田
氏
・
本
町
の
花
井
氏
・
上
七
間
町

の
倉
田
氏
が
務
め
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。

　
　

烏
帽
子
・
狩
衣
着
で
手
に
中
啓
を
持
っ
た
十
一
人
が
続
く
。『
神
事
記
』
で
は
太

刀
持
の
前
後
に
素
袍
着
が
位
置
す
る
が
、
本
図
で
は
明
ら
か
に
狩
衣
で
あ
る
。

㊺ 

御
鷹

　
　

折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
二
人
が
、
鷹
を
手
に
止
ま
ら
せ
歩
む
。

㊻ 

御
幣

　
　

折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
一
人
が
御
幣
を
持
つ
。
そ
の
前
後
を
上
下
着
二
人
の
計
四
人

が
行
く
。

㊼ 

御
旗
・ 

㊽ 

東
照
宮
神
輿

　
　
「
ち
ゃ
屋
町
」
の
貼
札
が
あ
る
が
、
貼
り
間
違
い
と
み
ら
れ
、
前
を
行
く
青
龍
と

白
虎
の
旗
か
ら
、「
東
照
宮
神
輿
」
と
認
め
ら
れ
る
。
鳳
凰
が
つ
き
、
屋
根
に
葵
紋

を
表
し
た
神
輿
が
白
張
に
よ
っ
て
担
が
れ（
図
5
）、
担
ぎ
手
お
よ
び
供
奉
の
白
張
は

二
十
人
を
数
え
る
。

㊾ 

太
刀
持

　
　
「
東
照
宮
神
輿
」
の
白
張
に
続
く
一
団
は
、「
太
刀
持
」
と
み
ら
れ
、
上
下
着
六
人

に
続
い
て
、
折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
の
太
刀
持
一
人
が
描
か
れ
る
。
そ
の
ほ
か
烏
帽

子
・
狩
衣
着
一
人
、
侍
烏
帽
子
・
素
襖
着
四
人
が
確
認
さ
れ
る
。

㊿ 

小
結
・
� 

大
童
子
・
小
童
子

　
　

小
結
烏
帽
子
に
色
と
り
ど
り
の
素
襖
に
身
を
包
ん
だ
子
供
四
人
と
、
続
い
て
中
啓

を
持
ち
、
天
冠
を
つ
け
た
半
尻
着
の
子
供
四
人
が
描
か
れ
る
。「
徳
川
別
本
」
や
「
高

雅
本
」
か
ら
前
者
は
「
小
結
」、
後
者
の
四
人
は
「
大
童
子
」
も
し
く
は
「
小
童
子
」

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
若
衆
髷
の
床
几
持
三
人
が
随
行
す
る
。

　
　
『
行
事
絵
抄
』
に
「
小
童
子
は
天
冠
な
し
。
大
童
子
は
天
冠
を
頂
く
」
と
あ
る
が
、

『
雑
志
』「
高
雅
本
」
で
は
そ
の
逆
で
、
天
冠
の
な
い
大
童
子
二
人
を
先
に
、
天
冠

を
つ
け
た
小
童
子
二
人
を
後
に
描
く
。「
徳
川
別
本
」
に
墨
書
は
な
い
が
、
描
写
は

『
雑
志
』
と
同
じ
で
あ
る
。
本
図
は
半
尻
着
四
人
と
も
に
天
冠
を
つ
け
て
い
る
が
、

当
初
は
天
冠
の
有
無
で
は
な
く
、
体
つ
き
で
大
童
子
と
小
童
子
を
区
別
し
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
四
人
を
「
大
童
子
・
小
童
子
」
と
し
て

お
く
。

� 

別
当
尊
寿
院

　
　

長
柄
輿
に
乗
る
僧
形
の
人
物
は
、「
別
当
尊
寿
院
」
の
僧
侶
で
あ
る
。
輿
の
担
ぎ

手
は
侍
烏
帽
子
・
素
襖
着
六
人
で
、
こ
れ
に
長
刀
、
傘
を
持
つ
白
張
三
人
が
伴
う
。

� 

僧
騎
馬

　
　

僧
の
乗
っ
た
騎
馬
六
騎
に
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
の
曳
手
と
馬
柄
杓
持
の
半
纏
着
十
三
人

が
つ
き
、
こ
れ
に
羽
織
着
一
人
が
加
わ
り
、
総
勢
十
九
名
の
一
行
を
な
す
。
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四
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� 
御
先
手
足
軽

　
　

上
下
姿
に
二
本
差
十
七
人
が
二
列
に
な
っ
て
歩
む
。『
雑
志
』か
ら「
御
先
手
足
軽
」

と
推
定
で
き
る
。

� 

太
刀
持

　
　

折
烏
帽
子
・
素
襖
着
六
人
に
取
り
囲
ま
れ
る
よ
う
に
、
烏
帽
子
・
狩
衣
着
一
人
が

錦
に
包
ん
だ
太
刀
を
持
っ
て
歩
む
。

� 

御
幣
・
� 

御
旗
・
� 
日
光
神
輿

　
　

御
幣
持
一
人
、
上
下
着
一
人
に
続
き
、
勾こ

う

陳ち
ん

・
騰と
う

蛇だ

を
表
し
た
旗
を
持
つ
二
人
が

描
か
れ
る
。
旗
の
柄
か
ら
「
日
光
神
輿
」
と
判
断
し
た
。
担
ぎ
手
は
、
白
張
十
四
人

で
あ
る
。
上
下
着
六
人
に
続
い
て
、
折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
一
人
が
天
蓋
を
持
ち
、
こ

れ
に
小
結
烏
帽
子
に
素
襖
着
の
子
供
二
人
が
伴
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
人

は
㊿
「
小
結
」
の
一
部
と
み
ら
れ
る
。

� 

御
先
手
足
軽
頭（
馬
上
）

　
　
『
雑
志
』
か
ら
、
馬
上
の
人
物
は
「
御
先
手
足
軽
頭
」
と
わ
か
る
。
羽
織
着
二
人
、

半
纏
着
四
人（
う
ち
二
人
は
槍
持
）が
伴
う
。
た
だ
し
、
諸
記
録
に
よ
れ
ば
騎
馬
は
二

騎
の
は
ず
だ
が
、
本
図
に
は
一
騎
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

� 

町
方
同
心
・
五
十
人
目
付

　
　

�
御
先
手
足
軽
頭
は
騎
馬
で
あ
り
、
比
較
的
見
分
け
が
つ
き
や
す
い
が
、
こ
れ
以

降
は
諸
記
録
や
絵
画
史
料
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
り
、
判
断
が
つ
き
が
た
い
。
さ
ら
に

『
雑
志
』
に
は
横
一
列
に
並
ぶ
上
下
着
三
人
に
「
町
奉
行
同
心
二
人
」「
五
十
人
御
目

付
」
と
墨
書
が
あ
り
、
装
束
に
よ
る
判
別
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
本
図

の
後
尾
を
行
く
七
人
は
上
下
着
二
人
を
「
町
奉
行
同
心
・
五
十
人
目
付
」
と
し
、
そ

の
他
の
羽
織
着
・
半
纏
着（
槍
持
）の
五
人
は
そ
の
従
者
と
し
て
お
く
。

以
上
、
本
図
は
総
勢
七
百
十
二
人
に
よ
り
祭
礼
行
列
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
人
物
の

顔
貌
表
現
は
、
総
じ
て
卵
形
の
顔
に
、
目
は
上
下
二
線
を
引
き
、
そ
の
間
に
瞳
を
点

じ
、
頬
に
は
う
っ
す
ら
と
紅
を
差
し
、
口
を
紅
で
描
い
た
穏
や
か
な
相
貌
で
あ
る
。
表

情
に
は
乏
し
い
も
の
の
、
年
齢
や
身
分
に
よ
っ
て
髪
型
や
肌
色
を
描
き
分
け
、
人
々
の

顔
の
向
き
や
目
線
を
変
え
て
画
面
に
動
勢
を
与
え
て
い
る
。
な
か
で
も
衣
服
の
表
現
は

秀
逸
で
、
単
調
に
な
り
が
ち
な
上
下
や
羽
織
も
画
一
的
で
は
な
く
、
文
様
や
柄
な
ど
を

描
き
分
け
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
て
い
る
。
ま
た
警
固
の
銘
々
が
手
に
持
つ
祭
礼
の

作
り
物
、
草
履
持
や
床
机
持
と
い
っ
た
警
固
従
者
の
持
ち
物
ま
で
丹
念
に
描
き
込
ん
で

お
り
、
細
部
描
写
に
優
れ
て
い
る
。

全
体
の
色
合
い
と
し
て
は
、
強
い
色
彩
の
対
比
を
避
け
、
具
色
と
よ
ば
れ
る
柔
ら
か

な
色
調
の
中
間
色
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
お
り
、
こ
れ
が
金
雲
・
金
霞
の
金
色
と
あ
い

ま
っ
て
、
明
る
く
華
や
か
な
印
象
が
あ
る
。

本
図
に
は
、
落
款
等
、
画
家
に
関
す
る
文
字
情
報
が
な
く
、
流
派
を
特
定
で
き
る
よ

う
な
際
立
っ
た
特
徴
も
見
い
だ
せ
な
い
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
本
図
の
画
家
と
し
て

は
、
細
部
描
写
や
明
る
い
色
調
か
ら
、
や
ま
と
絵
系
の
画
家
が
想
定
で
き
よ
う
。

　
　

三　

行
列
の
描
写
内
容
に
関
す
る
疑
問
点

本
図
の
行
列
は
、『
旧
記
』
を
は
じ
め
諸
記
録
に
み
ら
れ
る
基
本
構
成
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
㉜
和
泉
町
の
「
順
礼
」
の
後
に
続
く
、
関
鍛
冶
町
か
ら
両
替
町
ま
で
の
六

つ
の
警
固
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
り
、
ま
た
個
々
の
警
固
や
供
回
り
に

つ
い
て
も
人
数
の
省
略
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
図
の
描
写
に
は
、
画
面
構

成
上
の
省
略
で
は
な
い
不
可
解
な
点
が
左
記
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
る
。



新
出
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屋
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照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
四

1
、
右
隻
の
上
段
に
描
か
れ
た
神
輿
の
数
と
そ
の
配
置
で
あ
る
。
神
輿
の
数
は
元
和

四
年
当
初
か
ら
三
基
で
「
東
照
宮
神
輿
」・「
山
王
神
輿
」・「
日
光
神
輿
」
と
続
く

は
ず
だ
が
、
本
図
で
は
㊽
「
東
照
宮
神
輿
」
と
�
「
日
光
神
輿
」
の
二
基
の
み
で

あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
間
に
神
輿
附
き
で
は
な
い
㊿
「
小
結
」
か
ら
�
「
御
先
手

足
軽
」
ま
で
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

2
、
慶
安
三
年
の
行
列
記
以
降
、
諸
記
録
お
よ
び
絵
画
に
は
、
必
ず
⑦
榊
に
続
い
て

「
獅
子
」
が
示
さ
れ
る
が
、
本
図
で
は
獅
子
の
姿
が
な
い
。

3
、
慶
安
三
年
の
行
列
記
に
あ
る
よ
う
に
、
茶
屋
家
が
出
す
「
母
衣
武
者
」
の
後
に

は
、
必
ず
「
惣
町
代
」
が
登
場
し
、
続
い
て
町
々
か
ら
出
さ
れ
る
警
固
の
行
列
が

描
か
れ
る
は
ず
だ
が
、
本
図
で
は
⑭
茶
屋
家
「
母
衣
武
者
」
の
直
後
に
⑮
伏
見
町

「
中
巻
」・
⑯
大
和
町
「
唐
人
」
が
続
く
。
ま
た
大
和
町
の
「
唐
人
」
の
警
固
が
途

中
で
分
断
さ
れ
て
お
り
、
画
面
の
切
り
詰
め
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
諸
記
録
に

は
茶
屋
家
の
母
衣
は
大
小
二
つ
記
さ
れ
る
が
、
本
図
に
は
一
つ
し
か
描
か
れ
て
い

な
い
。

4
、
山
車
の
順
序
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
絵
画
史
料
で
は
常
に
先
頭
に
描
か
れ
る
⑬
下

七
間
町
「
橋
弁
慶
車
」
が
、
本
図
で
は
後
尾
に
位
置
す
る
。

最
盛
期
九
輌
と
い
う
数
を
誇
っ
た
山
車
の
数
が
、
本
図
に
は
⑨
上
畠
町
「
雷
神

車
」・
⑩
長
者
町
「
道
成
寺
」・
⑪
桑
名
町
「
湯
取
神
子
車
」・
⑫
本
町
「
猩
々
車
」・
⑬

下
七
間
町
「
橋
弁
慶
車
」
の
五
輌
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
九
輌
が
出
揃
う

以
前
の
行
列
の
様
相
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、「
獅

子
」
や
「
山
王
神
輿
」
な
ど
行
列
に
不
可
欠
な
要
素
が
欠
落
し
て
い
る
点
は
見
過
ご
せ

な
い
。
こ
の
ほ
か
、
①
「
刺
股
持
」
で
左
隻
左
端
に
画
面
の
切
り
詰
め
が
想
定
さ
れ
る

の
を
は
じ
め
、
右
隻
に
い
た
っ
て
は
、
第
二
・
五
扇
の
金
雲
・
金
霞
が
左
右
で
つ
な
が

ら
な
い
。

そ
こ
で
、
右
隻
に
は
過
去
の
修
理
時
に
お
け
る
錯
簡
が
あ
る
と
考
え
、
金
雲
・
金
霞

が
連
続
す
る
位
置
に
並
び
変
え
て
み
た
。
す
る
と
、
右
隻
第
二
扇
は
第
四
扇
の
後
に
つ

な
が
る
が
、
第
六
扇
と
は
連
続
し
な
い
。
ま
た
、
第
一
扇
と
第
三
扇
の
間
も
図
様
が
連

続
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
第
一
扇
の
左
側
、
第
六
扇
の
右
側
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
扇
分
の

欠
落
が
あ
る
と
み
て
、
復
元
案
を
想
定
し
た（
挿
図
3
・
4
）。
当
初
か
ら
本
図
は
六
曲

で
は
な
く
、
八
曲
と
考
え
る
と
、
右
隻
は
第
二
・
七
扇
が
欠
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
左
隻
は
現
状
で
も
画
面
は
連
続
し
て
い
る
も
の
の
、
右
端
の
第
六
扇
は
明
ら
か
に

図
様
が
中
断
し
て
い
る
。
ま
た
左
隻
の
第
一
扇
と
右
隻
の
第
六
扇
と
は
、
少
な
く
と
も

上
段
と
下
段
は
連
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
左
隻
上
段
の
㊻
「
御
幣
」
は
、

�
「
日
光
神
輿
」
と
同
様
、
神
輿
附
で
あ
り
、
㊼
「
御
旗
」
と
㊽
「
東
照
宮
神
輿
」
が

ひ
と
ま
と
ま
り
で
連
な
る
位
置
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
右
隻
下
段
の
白
張

は
、
ほ
か
の
絵
画
作
例
か
ら
み
て
も
、
⑦
「
榊
」
に
附
属
す
る
人
員
と
み
な
さ
れ
る
。

と
す
る
と
、
左
隻
は
八
曲
の
う
ち
第
七
・
八
扇
を
欠
落
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

欠
落
し
た
部
分
に
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
描
い
て
あ
っ
た
か
特
定
す
る
の
は
容
易
で

は
な
く
、
描
か
れ
た
時
代
の
行
列
構
成
に
も
左
右
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
錯
簡
を
正

し
、
欠
落
を
想
定
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
復
元
案
に
お
け
る
右
隻
の
第
七
扇
の
上

段
に
は
「
山
王
神
輿
」、
ま
た
下
段
に
は
「
獅
子
」
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。
ま
た
、
⑮
伏
見
町
の
前
を
行
く
「
刀
差
子
供
」
は
⑳
上
御
園
町
・
中
御

園
町
の
警
固
の
一
部
、
�
「
日
光
神
輿
」
の
天
蓋
の
後
を
行
く
小
結
烏
帽
子
の
二
人
も

㊿
「
小
結
」
の
一
部
で
あ
っ
た
と
再
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
行
列
全
体
の
流
れ
も
よ

く
な
り
、
1
〜
3
の
疑
問
は
解
消
さ
れ
る
。

ま
た
、
㉜
和
泉
町
の
「
順
礼
」
以
下
、
関
鍛
冶
町
か
ら
両
替
町
ま
で
の
六
つ
の
警
固

は
省
略
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
復
元
案
の
左
隻
第
七
・
八
扇
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が

（
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想
定
さ
れ
る
。
同
様
に
、
復
元
案
の
右
隻
第
二
扇
の
中
段
に
茶
屋
家
の
「
母
衣
武
者
」

一
人
、
そ
し
て
同
じ
く
第
二
扇
の
上
段
に
は
�
「
御
先
手
足
軽
」
の
一
行
の
一
部
、
第

七
扇
中
断
に
は
⑯
大
和
町
の
「
唐
人
」
に
続
い
て
、
茶
屋
町
の
「
長
刀
指
」
の
警
固
、

㉑
伊
勢
町
の
町
代
と
「
参
宮
」
の
警
固
の
一
部
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
4
の
山
車
の
順
序
は
、
錯
簡
を
正
し
て
み
て
も
⑫
本
町
の
「
猩
々
車
」
が

先
頭
と
な
る
の
み
で
、
⑬
下
七
間
町
の
「
橋
弁
慶
車
」
は
後
尾
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、『
全
書
』
下
段
の
本
町
の
項
に
山
車
の
順
序
に
関
す
る
興
味
深
い
記
事
が
見

出
さ
れ
る
。『
全
書
』
に
よ
れ
ば
「
此
車
出
来
下
七
間
町
ト
前
後
ノ
争
ニ
依
テ
奉
行
所

ヨ
リ
裁
許
有
テ
隔
年
ニ
先
車
ト
ナ
レ
リ　

○
甲
丙
戊
庚
壬
右
十
干
ニ
当
ル
年
ハ
先
車
ト

成
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
町
の
「
猩
々
車
」
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
、「
橋
弁
慶
車
」

と
行
列
の
順
を
め
ぐ
っ
て
争
議
が
あ
り
、
干
支
の
十
干
の
う
ち
甲
丙
戊
庚
壬
の
年
は
、

本
町
の
「
猩
々
車
」
が
先
頭
を
、「
橋
弁
慶
車
」
が
後
尾
を
行
く
こ
と
が
奉
行
所
よ
り

定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
復
元
案
に
お
い
て
も
、
⑬
「
橋
弁
慶
車
」
の
み
中
段
の
行
列

と
つ
な
が
る
よ
う
、
他
の
山
車
に
比
べ
て
一
段
高
い
位
置
に
描
か
れ
て
お
り
、
当
初
か

ら
後
尾
と
な
る
よ
う
描
か
れ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。

　
　
　

四　

行
列
の
年
代
推
定

行
列
の
年
代
を
推
定
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
山
車
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
本
祭
礼
に

お
け
る
山
車
は
、
最
盛
期
に
九
輌
で
あ
り
、『
雑
志
』・「
徳
川
別
本
」・「
高
雅
本
」
な

ど
の
絵
画
史
料
に
は
す
べ
て
九
輌
揃
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
本
図
で
は

山
車
が
描
か
れ
る
右
隻
に
二
扇
分
の
欠
落
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
図
で
は
大
体
一
扇
に

つ
き
一
輌
の
山
車
が
配
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
状
の
五
輌
に
加
え
て
、
山
車
は
増
え

た
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
一
輌
か
二
輌
で
、
九
輌
に
は
満
た
な
い
。
こ
れ
は
省
略
さ
れ
た

挿図４　本図　左隻（復元案）

挿図３　本図　右隻（復元案）
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の
で
は
な
く
、
九
輌
が
揃
う
以
前
の
様
相
を
描
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

山
車
は
、『
名
古
屋
祭
』
や
『
名
古
屋
市
史
』
に
は
、
承
応
元
年（
一
六
五
二
）に
五
条

町
・
和
泉
町
・
上
畠
町
か
ら
「
雷
神
車
」、
ま
た
同
じ
く
『
名
古
屋
祭
』
に
は
明
暦
二

年（
一
六
五
六
）に
上
長
者
町
よ
り
「
道
成
寺
車
」
が
新
造
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）の
行
列
記
に
記
載
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
以
前
に
は
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

万
治
元
年（
一
六
五
八
）に
は
桑
名
町
が
「
さ
さ
ら
摺
」
の
警
固
を
止
め
、
⑪
「
湯
取

神
子
車
」
の
山
車
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
、
本
町（
当
時
は
上
本
町
）が
「
鯛
釣
」

の
警
固
か
ら
⑫
「
猩
々
車
」
の
山
車
へ
、
寛
文
元
年（
一
六
六
二
）に
宮
町
が
「
田
植
」

の
警
固
を
「
石
引
車
」
の
山
車
へ
、
元
禄
四
年（
一
六
九
一
）に
は
伝
馬
・
駿
河
町
が
㉖

「
田
植
」
の
警
固
を
「
官
人
」
へ
変
更
す
る
と
と
も
に
、「
梵
天
車
」
を
新
造
し
た
。
宝

永
元
年（
一
七
〇
四
）に
は
中
市
場
町
が
「
金
襴
着
禰
宜
」
を
「
石
橋
車
」
へ
、
ま
た
宝

永
四
年
に
は
京
町
が
「
金
襴
着
禰
宜
」
を
「
小
鍛
冶
車
」
へ
変
更
、
同
年
宮
町
は
「
石

引
車
」
を
「
竹
生
島
車
」
へ
と
変
え
、
九
輌
の
山
車
が
出
揃
っ
た
。
さ
ら
に
享
保
十
七

年（
一
七
三
二
）に
上
長
者
町
が
⑩
「
道
成
寺
車
」
を
「
二
福
神
車
」
へ
、
ま
た
伝
馬
町

が
「
梵
天
車
」
か
ら
「
林
和
靖
車
」
へ
と
山
車
を
変
更
し
た
。
宝
暦
六
年（
一
七
五
六
）

に
宮
町
が
「
竹
生
島
車
」
か
ら
「
唐
子
遊
車
」
に
変
え
た
の
を
最
後
に
九
輌
の
山
車
が

固
定
化
し
、
そ
の
後
、
戦
災
で
焼
失
す
る
ま
で
、
山
車
の
趣
向
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

こ
の
う
ち
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
宮
町
・
伝
馬
町
・
駿
河
町
の
三
町
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
慶
安
三
年
は
「
田
植
」
の
警
固
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
元
年
に
宮
町
が
「
石
引

車
」、
元
禄
四
年
に
伝
馬
・
駿
河
町
が
「
官
人
」
へ
の
変
更
と
と
も
に
「
梵
天
車
」
を

新
造
し
た
。
本
図
に
こ
れ
ら
の
山
車
・
警
固
の
姿
は
な
く
、「
田
植
」
の
警
固
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
馬
町
・
駿
河
町
が
「
官
人
」「
梵
天
車
」
へ
変
更
し
た
元
禄

四
年
の
前
年
ま
で
を
一
応
の
下
限
と
で
き
る
。

ま
た
、
本
図
の
五
輌
の
山
車
の
う
ち
、
最
も
遅
く
登
場
し
た
の
は
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）の
本
町
の
「
猩
々
車
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
上
限
と
な
る
。
山
車
か
ら
判
明

す
る
行
列
の
年
代
は
、
万
治
元
年
か
ら
元
禄
三
年（
一
六
九
〇
）ま
で
の
三
十
二
年
間
と

な
る
が
、
こ
れ
で
は
年
代
の
開
き
が
大
き
す
ぎ
よ
う
。

そ
こ
で
、
次
に
町
々
か
ら
出
さ
れ
た
警
固
に
注
目
し
て
み
た
い
。
警
固
は
、
山
車
に

比
べ
て
設
備
が
大
掛
か
り
で
な
い
た
め
、
山
車
以
上
に
変
遷
が
著
し
い
。
大
半
の
警
固

が
慶
安
三
年
に
は
各
町
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
新
し
く
加
わ
っ
た
警
固
や
変

更
さ
れ
た
警
固
も
あ
り
、
そ
の
変
更
の
時
期
も
一
様
で
は
な
い
。
万
治
元
年
か
ら
元
禄

三
年
ま
で
を
中
心
に
、
先
述
の
宮
町
・
伝
馬
町
・
駿
河
町
以
外
に
変
更
の
あ
っ
た
警
固

を
左
記
に
挙
げ
る
。

⑲ 

福
井
町
・
冨
田
町
「
小
母
衣
」

　
　

慶
安
三
年
に
は
、
町
名
も
本
町
三
丁
目
・
四
丁
目
で
あ
り
、「
鯛
釣
」
の
警
固
を

上
本
町
と
出
し
て
い
た
が
、
寛
文
十
二
年（
一
六
七
二
）よ
り
「
小
母
衣
」
に
変
わ
っ

た
。
順
序
も
大
津
町
・
瀬
戸
物
町
の
後
だ
っ
た
の
が
、
小
桜
町
の
後
と
な
っ
た
。

㉔ 

桶
屋
町
・
西
鍛
冶
町
「
茸
狩
」

　
　

慶
安
三
年
に
は
、
両
町
と
も
桑
名
町
と
と
も
に
警
固
は
「
さ
さ
ら
摺
」
で
あ
っ
た

が
、
諸
記
録
に
あ
る
よ
う
に
万
治
元
年（
一
六
五
八
）か
ら
「
茸
狩
」
に
変
わ
る
。
桶

屋
町
は
そ
の
後
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）に
「
唐
船
に
唐
子
遊
び
」
へ
と
警
固
を
変

更
し
た
。

㉚ 

小
牧
町
「
弓
持
」

　
　

慶
安
三
年
は
「
草
刈
」
の
警
固
で
あ
っ
た
が
、
万
治
二
年
よ
り
「
弓
持
」
に
変

わ
っ
た
。
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㉜ 
和
泉
町
「
順
礼
」

　
　

和
泉
町
は
、
上
畠
町
と
五
条
町
の
三
町
で
、
慶
安
三
年
に
は
「
順
礼
」
の
警
固

だ
っ
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
当
た
る
承
応
元
年（
一
六
五
二
）に
「
雷
神
車
」
が
新
造

さ
れ
、「
順
礼
」
の
警
固
と
「
雷
神
車
」
と
を
交
替
で
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
、
行
列
の
年
代
の
上
限
は
福
井
町
・
冨
田
町
の
「
小
母
衣
」
が
始
ま
っ
た
寛
文

十
二
年
、
下
限
は
伝
馬
町
・
駿
河
町
が
「
田
植
」
の
警
固
を
「
官
人
」
あ
る
い
は
「
梵

天
車
」
へ
と
変
更
し
た
元
禄
四
年
の
前
年
の
元
禄
三
年
ま
で
の
十
八
年
間
と
な
り
、
先

述
の
万
治
元
年
か
ら
元
禄
三
年
と
し
た
行
列
の
年
代
か
ら
大
幅
に
狭
ま
る
。

さ
ら
に
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
図
で
は
本
町
の
「
猩
々
車
」
が
先
頭
で
描
か
れ
て
い

る
。
本
町
の
「
猩
々
車
」
が
先
頭
を
行
く
の
は
十
干
の
甲
丙
戊
庚
壬
の
年
で
あ
る
。
ち

な
み
に
寛
文
十
二
年
が
壬
子
で
あ
る
た
め
、
以
後
西
暦
で
偶
数
年
と
な
る
一
六
七
二
年

以
降
の
十
年
が
該
当
す
る
。
ま
た
、「
雷
神
車
」
は
上
畠
町
・
和
泉
町
・
五
条
町
で
年

毎
に
交
替
す
る
が
、
本
図
の
貼
札
に
は
「
上
ば
た
町
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
が
描

か
れ
た
年
の
山
車
の
担
当
は
上
畠
町
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
上
畠
町
の
「
雷
神
車
」
担

当
年
が
判
明
す
れ
ば
、
さ
ら
に
年
が
絞
り
込
め
る
。
諸
記
録
の
う
ち
『
旧
記
』
と
『
全

書
』
の
慶
安
三
年
の
行
列
記
で
は
、
雷
神
車
の
担
当
を
「
上
畠
町
」
と
の
み
記
す
。
慶

安
三
年
が
上
畠
町
の
担
当
年
と
想
定
し
て
、
担
当
年
を
三
年
毎
に
割
り
振
り
、
か
つ
本

町
が
先
頭
を
行
く
年
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
推
定
年
代
の
う
ち
該
当
す
る
年
は

延
宝
二
年（
一
六
七
四
）・
同
八
年
・
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）の
三
年
の
み
と
な
る
。
つ
ま

り
、
本
図
は
こ
の
三
か
年
の
い
ず
れ
か
の
行
列
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
可
能
性
が
高

い
。こ

の
行
列
年
代
は
、
本
祭
礼
を
描
い
た
絵
画
史
料
の
な
か
で
は
、
最
も
早
い
作
例
で

あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
字
史
料
の
み
で
伝
え
ら
れ
た
「
道
成
寺
車
」
を
は

じ
め
、
早
く
に
失
わ
れ
た
各
町
の
山
車
や
警
固
を
知
る
絵
画
史
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
行
列
年
代
の
範
囲
で
は
、
宮
町
が
寛
文
元
年
以
降
に
出
し
た
「
石
引

車
」
の
山
車
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
製
作
当
初
は
お
そ
ら
く
復
元
案
の
右
隻
第
二

扇
の
下
段
に
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
祭
礼
は
元
文
四
年（
一
七
三
九
）に
倹
約
の
た
め
、
人
数

が
半
減
さ
せ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
山
車
の
曳
手
や
梶
取
の
衣
装
、
警
護
な
ど
の
衣
装

や
作
り
物
に
も
華
美
な
趣
向
が
制
限
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
後
世
の
絵
画
史
料
と
比
べ

て
み
る
と
、
倹
約
以
前
の
画
証
と
な
る
本
図
の
衣
装
や
作
り
物
の
華
や
か
さ
は
別
格
と

い
っ
て
も
よ
い
。
慶
安
三
年
以
降
、
記
録
上
、
変
更
の
な
か
っ
た
警
固
に
限
定
し
て
み

て
も
、
本
図
と
江
戸
中
期
以
降
の
山
車
の
曳
手
や
梶
取
、
あ
る
い
は
警
固
の
髪
型
や
衣

装
な
ど
の
趣
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
例
え
ば
、『
雑
志
』「
徳
川
別
本
」
と
、
呉
服
町
の

「
普
化
僧
」（
図
6
─
1
〜
3
）や
諸
町
の
「
鷹
匠
」（
挿
図
5
─
1
〜
3
）、
桶
屋
町
・
西
鍛
冶

町
の
「
茸
狩
」（
挿
図
6
─
1
〜
3
）な
ど
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
雑
志
』
以
降
で
は
同

じ
警
固
内
で
衣
装
は
統
一
さ
れ
、
赤
一
色
の
衣
装
も
散
見
さ
れ
る
も
の
の
全
般
に
寒
色

系
の
色
味
が
多
く
、
文
様
の
大
き
さ
も
小
さ
く
な
っ
て
落
ち
着
い
た
印
象
が
あ
る
の
に

対
し
、
本
図
で
は
同
じ
警
固
内
で
衣
装
の
形
態
は
同
じ
で
も
、
柄
行
き
は
銘
々
に
異
な

り
、
大
柄
で
赤
や
中
間
色
を
多
用
し
た
色
と
り
ど
り
の
衣
装
を
身
に
つ
け
、
全
体
に
華

や
か
な
印
象
が
あ
る
。
本
図
の
警
固
の
衣
装
は
、
錦
や
唐
織
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
織
物

の
幾
何
学
的
な
反
復
文
様
、
ま
た
十
七
世
紀
後
半
に
流
行
し
た
寛
文
模
様
を
思
わ
せ
る

自
由
で
大
胆
な
柄
行
き
の
大
き
く
二
系
統
に
分
か
れ
、
前
者
は
警
固
の
仮
装
担
当
、
後

者
は
床
几
持
の
衣
装
に
多
く
見
ら
れ
る
。
床
几
持
の
衣
装
は
、「
鷹
匠
」
や
「
茸
狩
」

の
場
面
だ
け
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
も
、
将
棋
の
駒
・
葡
萄
・
梶
の
葉
・
源
氏
香
・

桜
・
鋸
歯
文
が
あ
り
、
器
物
文
様
に
植
物
文
様
・
幾
何
学
文
様
と
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
富
ん
で
い
る
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
八

一
方
、
髪
型
も
中
剃
り
の
あ
る
若
衆
髷
に
次
の
よ
う
な
顕
著
な
特
徴
が
見
受
け
ら
れ

る
。
本
図
で
は
髷
を
結
っ
た
後
頭
部
の
髱た

ぼ

を
ひ
っ
詰
め
ず
、
後
ろ
に
大
き
く
張
り
出
し

ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
た
せ
た
髪
型
が
甚
だ
多
い（
挿
図
5
─
1
）。
こ
れ
に
対
し
、「
徳
川
別

本
」
で
は
髱
の
張
り
出
し
は
控
え
め
と
な
り
、
特
に
鷹
匠
の
子
供
が
後
頭
部
で
は
な
く

側
頭
部
の
鬢び

ん

を
張
り
出
し
た
髪
型
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る（
挿
図
5
─
3
）。

本
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
髱
の
長
大
化
は
元
禄
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
ま
た
「
徳
川
別

本
」
の
鬢
が
張
り
出
し
た
い
わ
ゆ
る
燈
籠
鬢
の
髪
型
は
、
京
都
の
女
子
供
の
間
で
宝
暦

年
間
に
流
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
髪
型
や
衣
装
の
風
俗
描
写
は
祭
礼
の
た
め
の
仮
装
で
あ

る
こ
と
を
割
り
引
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
髪
型
が
示
す
時
代
傾
向
も
祭

礼
行
列
の
年
代
に
即
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
、
単
に
画
家
の
描
き
方
や
力
量
の
差
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
当
時
の
時
世
粧
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
図
の
風
俗
描
写
は
、
行
列
の
構
成
か
ら
推
定
し
た
寛
文
末
年
か
ら
元
禄
初
年
と

し
た
行
列
の
年
代
と
も
矛
盾
は
な
い
。
こ
の
年
代
は
、
ち
ょ
う
ど
尾
張
家
二
代
光
友

（
一
六
二
五
〜
一
七
〇
〇
）の
長
期
政
権
期（
一
六
五
〇
〜
九
三
）に
当
た
る
。
光
友
は
、
家

（
23
）

挿図5─1　本図　諸町　鷹匠

挿図5─2　『雑志』　諸町　鷹匠

挿図5─3　「徳川別本」　諸町　鷹匠



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
九

康
時
代
の
城
下
町
の
過
半
が
焼
失
し
た
と
い
わ
れ
る
「
万
治
の
大
火
」（
万
治
二
年

〈
一
六
六
〇
〉）の
後
、
そ
の
再
建
に
尽
力
し
、
防
火
帯
の
広
小
路
を
碁
盤
割
の
南
端
に
新

た
に
作
り
、
城
下
町
発
展
の
基
礎
を
定
め
た
。
本
図
に
は
、
ま
さ
し
く
城
下
町
の
発
展

と
安
定
し
た
長
期
政
権
の
も
と
、
ま
す
ま
す
活
気
に
満
ち
溢
れ
よ
う
と
す
る
時
期
の
祭

礼
行
列
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
製
作
期
に
つ
い
て
は
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
な
ど
で
は
、
必
ず
し
も
景
観
年
代

と
製
作
年
代
が
一
致
し
な
い
作
例
も
数
多
く
知
ら
れ
る
が
、
私
見
で
は
本
図
の
製
作
時

期
は
ほ
ぼ
行
列
の
推
定
年
代
の
範
疇
に
収
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に

は
、
元
禄
四
年
に
伝
馬
町
・
駿
河
町
が
「
田
植
」
の
警
固
を
「
官
人
」
へ
変
更
し
、
か

つ
「
梵
天
車
」
の
山
車
を
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
単
に
警
固
の
変
更
で
は
な
く
、

新
た
に
山
車
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
祭
礼
行
列
の
様
相
を
大
き
く
変
え
る
要
因
と
な

る
。
こ
う
し
た
大
き
な
変
更
に
、
本
祭
礼
の
行
列
を
描
か
せ
よ
う
と
し
た
発
注
者
、
あ

る
い
は
描
こ
う
と
し
た
画
家
が
鈍
感
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
、
元
禄
四
年
以
降
に
本
図

の
よ
う
な
行
列
内
容
が
描
か
れ
る
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。

挿図6─1　本図　桶屋町・西鍛冶町　茸狩

挿図6─2　『雑志』　桶屋町・西鍛冶町　茸狩

挿図6─3　「徳川別本」　桶屋町・西鍛冶町　茸狩



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
〇

　
　
　

五　

本
図
の
画
面
構
成
の
特
質

本
祭
礼
を
描
い
た
絵
画
作
品
と
し
て
、
先
述
し
た
『
雑
志
』・「
徳
川
別
本
」・「
高
雅

本
」
の
ほ
か
、
東
京
国
立
博
物
館
本
、「
高
雅
本
」
の
下
絵
と
さ
れ
る
名
古
屋
市
博
物

館
本
が
現
存
作
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
冊
子
本
で
あ
る
『
雑
志
』
以
外
は
、
す
べ
て
巻

子
装
で
あ
る
。
巻
子
装
は
極
端
に
横
に
長
い
画
面
形
式
を
持
ち
、
長
く
連
続
す
る
行
列

を
描
く
の
に
最
も
適
し
て
い
る
。
巻
子
装
の
作
例
で
は
、
行
列
に
参
加
す
る
人
々
の
姿

を
町
や
集
団
の
単
位
ご
と
で
捉
え
、
そ
の
行
列
は
整
然
と
規
矩
正
し
く
列
を
な
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
作
品
に
よ
っ
て
は
、
役
名
や
町
名
を
は
じ
め
、
山
車
や
警
固
の
名
称
・

参
加
者
の
氏
名
・
人
数
な
ど
が
墨
書
で
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
録
的
・
史
料
的
な
性

格
が
強
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
行
列
と
行
列
の
間
は
ま
ば
ら
で
閑
散
と

し
た
印
象
を
受
け
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
本
図
は
唯
一
の
屏
風
装
で
あ
り
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
当
初
は

八
曲
一
双
の
屏
風
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
通
常
の
六
曲
一
双
よ
り
も
横
長
の
画

面
形
式
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
巻
子
装
に
比
べ
れ
ば
屏
風
装
は
横
方
向
の
画

面
展
開
に
限
り
が
あ
る
。
行
列
を
構
成
す
る
各
単
位
の
人
数
を
省
略
す
る
だ
け
で
な

く
、
町
々
の
警
固
の
前
後
を
重
ね
合
わ
せ
た
り
、
本
来
先
頭
を
行
く
べ
き
町
代
を
警
固

の
列
に
並
列
さ
せ
た
り
と
、
本
図
に
お
い
て
行
列
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
屏
風
形

式
に
描
く
に
あ
た
っ
て
の
画
家
の
工
夫
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
各
警
固
の
区
切
り
が
見

分
け
が
た
く
な
っ
て
い
る
が
、
人
物
の
密
集
ぶ
り
が
か
え
っ
て
、
祭
礼
の
賑
わ
い
と
熱

気
を
醸
し
出
す
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
屏
風
装
の
画
面
形
式
が
持
つ
特
長
に
、
一
望
の
も
と
に
描
写
内
容
の
全

容
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
一
覧
性
と
、
大
画
面
で
あ
る
が
ゆ
え
に
置
か
れ
た
場
の
雰

囲
気
を
一
変
さ
せ
る
装
飾
性
の
高
さ
が
あ
る
。
本
図
は
、
長
大
な
祭
礼
行
列
を
一
望
の

も
と
に
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
上
段
・
中
段
・
下
段
の
間
に
金
雲
・
金
霞
を
置
い

て
、
画
面
の
区
切
り
と
す
る
と
と
も
に
、
画
面
に
華
や
ぎ
を
与
え
て
お
り
、
装
飾
性
の

獲
得
に
も
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
画
面
構
成
と
い
う
観
点
で
み
れ
ば
、
画
面
が
三
段
に
区
画
さ
れ
る
だ
け
で
、

せ
っ
か
く
の
大
画
面
を
生
か
し
き
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
行
列
の
描
写
は
巻
子
装

の
横
長
の
画
面
形
式
を
大
き
く
外
れ
ず
、
三
段
に
分
か
れ
た
枠
内
に
収
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
画
面
構
成
は
、
本
図
の
成
立
以
前
に
お
そ
ら
く
巻
子
装
の
先
行
作
例
が
あ

り
、
そ
の
強
い
影
響
下
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
巻
子
装

で
は
「
高
雅
本
」
の
総
巻
を
除
い
て
行
列
が
全
て
右
向
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
図
は

下
段
か
ら
左
向
き
・
右
向
き
・
左
向
き
と
向
き
が
変
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
巻
子
装
の

内
容
を
そ
の
ま
ま
屏
風
に
描
い
た
と
い
う
単
純
な
翻
案
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

復
元
案
を
想
定
し
て
本
図
の
左
右
隻
の
描
写
内
容
を
眺
め
て
み
る
と
、「
榊
」
や
「
東

照
宮
神
輿
」
に
伴
う
「
御
幣
」
等
、
祭
礼
を
構
成
す
る
要
素
が
左
右
隻
を
ま
た
い
で
描

か
れ
て
お
り
、
一
隻
だ
け
で
見
た
場
合
、
決
し
て
ま
と
ま
り
が
い
い
構
成
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
図
は
屏
風
と
い
う
大
画
面
を
前
提
に
画
面
構
成
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
先
行
す
る
巻
子
装
の
強
い
影
響
を
受
け
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
東
照
宮
祭
礼
を
は
じ
め
都
市
の
祭
礼
行
列
に
は
、
近
世
の
文
化
や
都

市
、
そ
し
て
政
治
の
特
質
が
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
の
黒
田
日
出
男
・
ロ
ナ
ル

ド
・
ト
ビ
両
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
近
世
初
頭
に
日
本
全
国
一
斉
に
誕
生
し
た
諸
城
下
町

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
祭
り
が
生
ま
れ
、
長
大
で
華
美
・
華
麗
な
祭
礼
行

列
が
現
れ
た
。
と
り
わ
け
、
徳
川
家
康
を
東
照
大
権
現
と
し
て
祀
る
幕
藩
体
制
に
お
い

て
、
東
照
宮
が
各
地
で
創
建
さ
れ
、
東
照
宮
の
「
祭
り
」
が
全
国
各
地
で
盛
大
に
行
わ

（
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
一

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
尾
張
家
の
城
下
町
・
名
古
屋
で
行
わ
れ

た
本
祭
礼
は
、
そ
の
代
表
的
な
祭
礼
で
あ
る
。
行
列
の
先
頭
に
は
町
奉
行
を
中
心
と
し

た
行
列
が
あ
り
、
最
後
尾
に
も
同
じ
く
御
先
手
足
軽
や
町
方
同
心
・
五
十
人
目
付
ら
が

付
き
従
っ
て
お
り
、
政
治
性
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

久
留
島
浩
氏
を
は
じ
め
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
都
市
祭
礼
の
多
く
は
、
官
が
主
導
し

た
官
祭
で
あ
り
、
本
祭
礼
も
そ
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
藩
主
が
在
国
の
場

合
は
、
祭
礼
当
日
、
大
礼
装
束
で
東
照
宮
に
参
拝
し
、
ま
た
上
覧
所
で
の
見
物
を
行
っ

て
お
り
、
藩
主
の
積
極
的
な
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
藩
士
は
行
列
へ
の
供
奉
、
道

筋
の
警
護
、
馬
を
提
供
し
た
。
一
方
、
町
方
は
「
役
」
と
し
て
参
加
し
、「
町
」
単
位

で
供
奉
の
出
し
物
を
出
し
て
お
り
、
本
祭
礼
は
官
と
町
の
二
重
構
造
に
よ
り
成
り
立
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
行
列
そ
の
も
の
が
官
、
す
な
わ
ち
尾
張
家
の
権
威
の

象
徴
だ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
本
図
に
お
け
る
官
と
町
の
描
き
方
は
、
官
の
主
導
と
な

る
①
町
方
役
人
か
ら
⑤
町
方
足
軽
が
左
隻
と
右
隻
第
六
扇
の
下
段
に
、
同
じ
く
㉟
東
照

宮
神
主
か
ら
�
町
方
同
心
・
五
十
人
目
付
ま
で
が
左
右
隻
上
段
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

画
面
を
占
め
る
官
と
町
と
の
割
合
は
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
神
輿
を
擁

す
る
㉟
東
照
宮
神
主
か
ら
�
町
方
同
心
・
五
十
人
目
付
ま
で
を
上
段
に
配
置
す
る
点
に

は
、
神
輿
へ
の
畏
敬
の
念
と
官
へ
の
配
慮
が
読
み
取
れ
る
。
一
方
、
町
方
の
描
写
に
目

を
向
け
れ
ば
、
と
り
わ
け
右
隻
下
段
の
山
車
五
輌（
当
初
は
六
輌
か
）は
他
に
比
べ
て
丈

が
高
く
、
下
段
に
配
置
す
る
の
が
画
面
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
最
良
で
あ
り
、
む
し
ろ
行
列

の
上
中
下
段
の
配
置
は
画
面
構
成
上
の
必
然
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。本

図
に
お
い
て
他
の
作
例
と
の
大
き
な
差
異
は
、
復
元
案
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
町

の
猩
々
車
が
先
頭
に
描
か
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
本
町
の
関
係
者
に
よ
る
発

注
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
肝
心
の
猩
々
車
は
樹
木
に
隠
さ
れ
る
よ
う
に
表
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
本
図
に
は
特
定
の
モ
チ
ー
フ
を
大
き
く
描
き
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
際

立
っ
た
描
写
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
結
論
と
し
て
は
本
図
の
画
面
構
成
に
は
、
官
と
町

と
の
比
重
の
差
は
さ
ほ
ど
な
く
、
ま
た
行
列
の
構
成
単
位
も
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
重
を
問
わ

ず
等
価
に
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
本
図
の
特
徴
の
一
つ
に
、
背
景
に
行
列
の
出
発
地
で
あ
る
東
照
宮
の
社
殿
や

名
古
屋
城
、
城
下
の
町
並
み
と
い
っ
た
場
所
を
特
定
す
る
モ
チ
ー
フ
、
そ
し
て
祭
礼
行

列
を
問
わ
ず
、
行
列
を
描
い
た
絵
画
作
例
に
必
須
と
も
い
う
べ
き
見
物
人
の
姿
が
全
く

描
か
れ
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
復
元
案
に
示
し
た
通
り
、
行
列
の
先
頭
に
当

た
る
左
隻
第
七
・
八
扇
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
断
定
こ
そ
で
き
な
い
も
の
の
、
現
状

の
画
面
構
成
か
ら
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
東
照
宮
の
社
殿
や
町
並
み
な
ど
場
所
を
特

定
す
る
よ
う
な
景
観
は
描
か
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
都
市
で
の
祭
礼
行

列
と
い
う
共
通
項
が
あ
り
な
が
ら
、
京
都
の
町
並
み
の
中
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
さ

れ
る
祇
園
祭
礼
図
と
本
図
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

ま
た
、
地
方
祭
礼
と
い
う
観
点
で
は
、
同
じ
尾
張
領
内
に
祇
園
祭
と
並
ぶ
夏
祭
り
で

知
ら
れ
る
津
島
神
社
の
天
王
祭
が
あ
り
、
本
図
の
製
作
期
に
相
前
後
す
る
十
七
世
紀
後

半
以
降
の
絵
画
作
例
が
複
数
存
在
す
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
津
島
天
王
祭
は
、
津
島
神

社
の
東
を
流
れ
る
天
王
川
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
宵
祭
の
車
楽
船（
巻
藁
船
）五
艘

と
、
朝
祭
の
車
楽
船
六
艘
を
見
ど
こ
ろ
と
す
る
古
来
有
名
な
祭
礼
で
あ
る
。
絵
画
作
例

の
多
く
は
八
曲
一
双
も
し
く
は
六
曲
一
双
の
屏
風
装
で
、
津
島
神
社
と
天
王
橋
が
配
置

さ
れ
、
天
王
川
に
浮
か
ぶ
宵
祭
の
車
楽
船
と
朝
祭
の
車
楽
船
が
展
開
さ
れ
る
。
川
を
舞

台
と
し
た
津
島
天
王
祭
と
は
地
理
的
な
前
提
条
件
が
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
尾
張
領
内

で
行
わ
れ
、
本
祭
礼
よ
り
も
歴
史
の
古
い
津
島
天
王
祭
を
描
い
た
作
例
で
は
背
景
描
写

が
あ
る
の
に
対
し
、
本
図
で
は
場
所
を
特
定
す
る
よ
う
な
景
物
を
描
く
意
識
は
全
く
感

（
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
二

じ
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
東
照
宮
祭
礼
図
で
背
景
描
写
が
あ
る
作
例
は
、『
雑
志
』
と
尾
張
家
十
代

斉
朝
の
命
を
受
け
て
描
か
れ
た
「
高
雅
本
」、
そ
の
伺
い
下
絵
と
目
さ
れ
る
名
古
屋
市

博
物
館
本
の
三
例
で
あ
る
。『
雑
志
』
で
は
、
行
列
の
先
頭
に
城
下
の
町
屋
内
か
ら
竹

矢
来
越
し
で
見
物
す
る
人
々
、
後
尾
に
通
り
で
行
列
を
見
物
す
る
人
々
の
様
子
が
描
か

れ
る
。
ま
た
下
絵
の
名
古
屋
市
博
物
館
本
で
は
七
巻
全
巻
に
わ
た
っ
て
、
名
古
屋
城
か

ら
東
照
宮
・
武
家
屋
敷
・
城
下
の
町
並
み
な
ど
の
背
景
描
写
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

献
上
本
と
な
る
「
高
雅
本
」
で
は
、
背
景
描
写
は
九
巻
の
う
ち
総
巻
と
呼
ば
れ
る
一
巻

に
限
定
さ
れ
、
残
り
八
巻
に
行
列
の
み
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
両
本
の
背
景
描
写
に
複

数
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
変
更
箇
所
は
、
天
守
を
表
し
た
名
古

屋
城
を
は
じ
め
、「
丸
に
酢
漿
草
紋
」
の
家
紋
を
は
っ
き
り
と
表
し
た
付
家
老
成
瀬
家

の
上
屋
敷
の
ほ
か
、
家
紋
か
ら
家
が
特
定
で
き
る
織
田
家
・
瀧
川
家
・
渡
辺
家
と
い
っ

た
上
級
家
臣
た
ち
の
屋
敷
、
ま
た
城
下
で
は
丸
に
井
桁
紋
を
染
め
抜
い
た
大
暖
簾
を
掲

げ
た
「
い
と
う
呉
服
店
」
で
あ
る
。「
高
雅
本
」
で
は
、
名
古
屋
城
の
場
面
が
削
除
、

武
家
屋
敷
も
家
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
家
紋
が
隠
さ
れ
、
い
と
う
呉
服
店
に
い
た
っ
て

は
祭
礼
当
日
の
暖
簾
を
下
し
た
休
業
の
状
態
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
下
絵
に
描
か
れ
た
名

古
屋
城
は
ま
さ
し
く
、
尾
張
家
の
権
威
を
如
実
に
示
す
象
徴
的
建
造
物
で
あ
り
、
こ
う

し
た
権
威
的
モ
チ
ー
フ
が
下
絵
の
段
階
で
画
家
の
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
「
高
雅
本
」
で
は
名
古
屋
城
内
や
上
級
家
臣
の
家
紋
な
ど

藩
政
に
抵
触
す
る
部
分
が
削
除
さ
れ
、
東
照
宮
の
社
殿
や
武
家
屋
敷
・
藩
主
の
上
覧

所
・
本
丸
御
門
・
い
と
う
呉
服
店
な
ど
の
大
店
を
含
ん
だ
城
下
の
町
並
み
、
広
小
路
通

な
ど
の
背
景
が
描
か
れ
た
。「
高
雅
本
」
と
本
図
と
で
は
、
百
年
あ
ま
り
の
年
代
の
差

が
あ
り
、
同
列
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
本
図
に
背
景
が
描
か
れ
な
か
っ

た
理
由
の
一
つ
に
、
画
家
も
し
く
は
発
注
者
に
名
古
屋
の
町
並
み
を
描
く
こ
と
に
対
し

（
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て
の
憚
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

歴
史
あ
る
京
都
や
津
島
と
異
な
り
、
名
古
屋
は
家
康
に
よ
る
名
古
屋
城
築
城
以
来
の

歴
史
の
浅
い
新
興
都
市
で
あ
り
、
名
古
屋
城
を
は
じ
め
場
所
を
特
定
で
き
る
景
物
は
軍

事
機
密
と
し
て
扱
わ
れ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
先
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
本
図
の
先
行
作
が
巻
子
装
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
巻
子
装
の
作
例
に
背
景
描
写

が
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
、
本
図
の
画
面
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
の
方
が
大

き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
図
に
は
貼
札
が
あ
る
こ
と
を
先
述
し
た
が
、
そ
の
記
述
は
町
名
や
役
名
と

い
っ
た
簡
単
な
内
容
で
あ
り
、
本
祭
礼
や
名
古
屋
の
町
名
を
全
く
知
ら
な
い
者
を
鑑
賞

対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
巻
子
装
も
含
め
、
十
七
世
紀
後
半
の
類
例
が

な
い
現
状
で
断
定
は
控
え
る
が
、
本
図
は
名
古
屋
も
し
く
は
そ
の
近
辺
に
居
住
す
る
者

に
よ
る
、
巻
子
装
に
描
か
れ
た
行
列
の
全
貌
を
大
画
面
で
一
覧
し
た
い
と
い
う
要
望
、

あ
る
い
は
大
画
面
で
華
や
か
な
祭
礼
行
列
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
名
古
屋
の
町
の
繁
栄

ぶ
り
や
経
済
力
を
一
望
の
も
と
に
示
す
と
い
う
目
的
か
ら
八
曲
一
双
の
屏
風
と
し
て
再

構
成
し
描
か
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
結
論
と
し
た
い
。

　
　
　

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
、
新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
六
曲
一
双
に
つ
い
て
、
現
状

の
錯
簡
を
正
し
て
当
初
は
八
曲
一
双
だ
っ
た
と
し
、
復
元
案
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
行

列
の
年
代
を
寛
文
十
二
〜
元
禄
三
年（
一
六
七
二
〜
九
〇
）ま
で
と
し
、
本
図
の
製
作
年

代
に
つ
い
て
も
そ
の
範
囲
内
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
同
じ
都
市
祭
礼
図
で
も
伝
統
あ
る

祇
園
祭
礼
、
あ
る
い
は
同
じ
領
内
で
行
わ
れ
た
津
島
祭
礼
に
比
較
し
て
、
屏
風
と
い
う

大
画
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
画
面
を
生
か
し
切
れ
ず
、
行
列
を
三
段
に
区



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
三

画
し
て
展
開
す
る
と
い
う
画
面
構
成
の
特
質
か
ら
巻
子
装
の
先
行
作
を
想
定
し
、
そ
の

影
響
下
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
し
結
論
と
し
た
。

名
古
屋
で
三
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
華
麗
な
祭
礼
行
列
を
展
開
し
た
名
古
屋
東
照

宮
祭
礼
は
、
そ
の
長
い
歴
史
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
絵
画
作
例
と
し
て
は
巻
子

装
に
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
製
作
期
は
祭
礼
の
後
半
に
当
た
る
十
八
世
紀
後
半
以

降
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
大
画
面
の
屏
風
装
で
、
製
作
期
が
十
七
世
紀
後
半

と
推
定
さ
れ
る
本
図
の
出
現
は
、
近
年
稀
に
見
る
大
き
な
発
見
だ
っ
た
と
い
っ
て
間
違

い
な
い
。
祭
礼
の
仮
装
行
列
で
あ
る
点
は
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
十
七
世
紀
後
半
の

活
気
あ
ふ
れ
る
名
古
屋
の
人
々
の
風
俗
や
繁
栄
ぶ
り
を
確
か
に
伝
え
る
作
例
と
し
て
も

本
図
は
貴
重
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
の
名
古
屋
の
都
市
景
観
と
風
俗
を
伝
え
る
作
品
と
し
て
は
、
尾

張
家
七
代
宗
春
の
治
世
、
享
保
十
七
〜
二
十
一
年（
一
七
三
二
〜
三
六
）頃
の
本
町
通
の

賑
わ
い
を
描
い
た
と
さ
れ
る
「
享
元
絵
巻
」（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
）が
最
も
早
い
と

さ
れ
て
い
た
。
本
図
は
、「
享
元
絵
巻
」
の
景
観
年
代
を
三
十
年
以
上
も
遡
り
、
ま
た

格
段
に
豊
富
な
色
彩
と
細
部
描
写
に
優
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
中
期
の
名
古
屋
観
が
こ

れ
ま
で
「
享
元
絵
巻
」
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
今
後
、
そ
れ
を
鮮

や
か
に
塗
り
替
え
る
可
能
性
を
秘
め
た
貴
重
な
作
例
だ
と
い
え
よ
う
。

註（
1
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
二
巻　

尾
藩
世
記 

上
』
名
古
屋
市
教

育
委
員
会　

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
。
し
か
し
、
名
古
屋
東
照
宮
の
主
要
社
殿
の
完

成
は
元
和
五
年
で
あ
る
た
め
、
祭
礼
の
創
始
は
元
和
六
年
・
七
年
、
さ
ら
に
異
な
る
年
か
ら

と
江
戸
時
代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

鬼
頭
秀
明
「
名
古
屋
城
下
と
宮
宿
の
山
車
祭
り
文
化
─
都
市
祭
礼
と
祭
礼
図
─
」（『
新
修
名

古
屋
市
史　

資
料
編　

民
俗
』　

名
古
屋
市　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
2
）　

現
在
、
名
古
屋
市
東
区
筒
井
町
に
伝
わ
る
「
湯
取
車
」
は
、
天
保
二
年（
一
八
三
一
）に
桑

名
町
が
新
し
く
「
湯
取
神
子
車
」
の
山
車
を
建
造
し
た
際
に
、
当
時
の
情
妙
寺
前
へ
売
却
し

た
古
車
で
あ
る
。
現
存
す
る
山
車
の
中
で
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
が
、
本
祭
礼
の
山
車
と
し

て
は
数
え
な
い
。

（
3
）　

沿
革
と
次
第
に
つ
い
て
は
左
記
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

① 

伊
勢
門
水
『
名
古
屋
祭
』
私
家
版　

明
治
四
十
三
年
一
月
十
五
日
。

② 

名
古
屋
市
役
所
編
『
名
古
屋
市
史　

風
俗
編
』
名
古
屋
市
役
所　

大
正
四
年
八
月
二
十

日 

昭
和
四
十
三
年
六
月
二
十
日
復
刻
。

② 

田
中
善
一
「
名
古
屋
東
照
宮
」（『
神
道
史
研
究
』
十
二
─
六
号　

神
道
史
学
会　

一
九
六
三
年
十
一
月
）。

④ 

鬼
頭
秀
明
「
第
十
一
章 

祭
礼
と
芸
能　

第
三
節　

山
車
と
造
り
物
風
流
」（
新
修
名
古
屋

市
史
資
料
編
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史　

本
文
編　

第
九
巻 

民
俗
編
』　

名
古

屋
市　

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
4
）　

名
古
屋
史
談
会
編
『
張
州
府
志
』
第
一
巻　

名
古
屋
史
談
会　

大
正
二
年
。

（
5
）　
「
敬
公
実
録
」
元
和
四
戊
午
条
の
よ
う
に
、
元
和
四
年
に
桑
名
町
・
西
鍛
冶
町
か
ら
「
さ

さ
ら
摺
」
の
警
固
が
出
さ
れ
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
。
註（
3
）前
掲
田
中
氏
論
文
参
照
。

（
6
）　
福
原
敏
男
「
近
世
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
の
編
年
史
料
『
御
祭
礼
旧
記
』」（『
社
寺
史
料
研
究
』

8
号　

社
寺
史
料
研
究
会　

二
〇
〇
六
年
四
月
）。

　

福
原
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
尾
藩
世
記
』
で
は
「
雪
こ
か
し
警
固
」
を
「
雪
こ
か
し

ね
り
も
の
」と
記
す
。
す
な
わ
ち
、本
祭
礼
で
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
練
物
自
体
を「
警
固
」「
警

護
」
と
し
て
い
る
。

（
7
）　

註（
3
）④
前
掲
論
文
参
照
。

（
8
）　

註（
2
）参
照
。

（
9
）　

高
力
種
信
・
小
田
切
春
江
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
集
『
名
古
屋

叢
書
三
編　

第
五
巻　

尾
張
年
中
行
事
絵
抄
上（
解
読
編
）』　

昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一

日
）。

（
10
）　
『
新
修
名
古
屋
市
史　

資
料
編　

民
俗
』　

名
古
屋
市　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
。

解
題
・
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
る
。

（
11
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
四

（
12
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。

（
13
）　

本
図
よ
り
行
列
の
推
定
年
代
は
下
が
る
も
の
の
、名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
御
祭
礼
行
列
」

に
基
づ
き
、
祭
礼
の
警
固
の
装
束
を
検
討
し
た
論
文
に
左
記
が
あ
る
。

沖
本
清
美
「
近
世
中
期
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
の
装
束
：「
御
祭
礼
行
列
」
に
み
る
「
練
物
従
者
」

装
束
の
特
色
と
役
割
」（『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
十
六
巻　

お
茶
の
水
女
子
大
学　

二
〇
一
四
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
14
）　

註（
6
）前
掲
論
文
参
照
。

（
15
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。

（
16
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。

（
17
）　

註（
9
）前
掲
書
参
照
。

（
18
）　

註（
3
）①
前
掲
書
参
照
。

（
19
）　
『
張
州
雑
志
』
第
三
巻　

愛
知
県
郷
土
資
料
館
刊
行
会　

昭
和
五
十
年
九
月
二
十
八
日
。

（
20
）　

本
図
の
錯
簡
お
よ
び
山
車
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫 

司
書 

清
水
三
代

子
氏
よ
り
ご
教
示
賜
っ
た
。

（
21
）　

な
お
、
平
成
二
十
六
年
に
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
で
行
っ
た
『
尾
張
名
古
屋
の
絵
師
た
ち
』

展
で
本
図
を
初
公
開
し
た
際
に
は
、
左
隻
第
一
・
八
扇
を
欠
落
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い

た
。
こ
こ
で
訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

（
22
）　

註（
3
）②
前
掲
書
参
照
。

（
23
）　

金
沢
康
隆
『
江
戸
結
髪
史
』　

青
蛙
房　

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
五
日
初
版　

昭
和

五
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
六
版
。

（
24
）　

四
日
市
博
物
館
編
集
『
祭
礼
・
山
車
・
風
流　

近
世
都
市
祭
礼
の
文
化
史
』　

四
日
市
市

立
博
物
館　

一
九
九
五
年
十
月
二
十
八
日
。

（
25
）　

鳶
米
黒
和
三
「
都
市
の
祭
礼
文
化
─
土
浦
と
川
越
の
祭
り
絵
巻
か
ら
」（
黒
田
日
出
男
・
ロ

ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊　

通
巻
九
号　

行
列
と
見
世
物
』　

朝
日
新

聞
社　

一
九
九
四
年
六
月
二
十
日
）。

（
26
）　

・
久
留
島
浩
「
長
崎
く
ん
ち
考　

城
下
町
祭
礼
と
し
て
の
長
崎
く
ん
ち
」（『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
三
集　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

平
成
十
五
年
三
月

三
十
一
日
）。

・
清
水
禎
子
「
尾
張
に
お
け
る
奏
楽
人
の
活
動
に
つ
い
て
」（『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究

《
第
二
篇
》』　

清
文
堂
出
版　

二
〇
〇
四
年
三
月
二
十
日
）。

・
註（
6
）前
掲
論
文
参
照
。

・
清
水
禎
子
「
東
照
宮
祭
礼
と
城
下
町
名
古
屋
」（『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究　
《
第
三

篇
》』　

清
文
堂
出
版　

二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
日
）。

・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
集
『
行
列
に
み
る
近
世
─
武
士
と
異
国
と
祭
礼
と
─
』　

国

立
歴
史
民
俗
博
物
館　

二
〇
一
二
年
十
月
十
六
日
。

（
27
）　

鬼
頭
秀
明
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
の
下
絵
─
泥
江
縣
神
社
史
料
調
査
─
」（『
新
修
名

古
屋
市
史
だ
よ
り
』
一
三　

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会　

平
成
十
年
三
月
）。

「
高
雅
本
」
は
、
文
政
四
年
正
月
に
高
雅
に
命
が
下
り
、
そ
の
参
考
資
料
と
し
て
、
各
町
が

山
車
や
警
固
の
人
数
を
書
き
上
げ
、
ス
ケ
ッ
チ
を
作
り
、
惣
町
代
花
井
氏
に
提
出
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
高
雅
は
組
織
的
に
集
め
ら
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
描
か

れ
た
。

（
28
）　

竹
内
美
砂
子
「
森
高
雅
─
画
風
展
開
と
「
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」」（『
名
古
屋
市
博
物
館
研
究

紀
要
』
第
二
十
三
巻　

名
古
屋
市
博
物
館　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）。

〔
付
記
〕　

本
稿
執
筆
に
伴
い
、
本
図
の
ご
所
蔵
者
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
名
古
屋
市
蓬
左

文
庫 

司
書 

清
水
三
代
子
氏
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。『
張
州
雑
志
』
の
写
真
は
名
古
屋
市

蓬
左
文
庫
よ
り
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。（

美
術
館　

學
藝
員
）



金　

鯱　

叢　

書　
第
四
十
三
輯
　〔
年
一
回
刊
行
〕

─
史
学
美
術
史
論
文
集
─

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
　
編
集

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
　
印
刷
・
発
行

竹
　
　
内
　
　
　
　
　
誠
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川
　
　
義
　
　
崇

編
集
者

発
行
者
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─
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東
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区
目
白
三
ノ
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ノ
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公
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財
団
法
人
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会

電
話
（
3950
）
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番
（
代
）

〒
171
─

0031
　
東
京
都
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島
区
目
白
三
ノ
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ノ
十
一

徳
川
林
政
史
研
究
所

電
話
（
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）
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代
）
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─

0023
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）
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